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アドバンス大阪城アンジュ 

管理規約 

 

（前文） 

アドバンス大阪城アンジュの専有部分を所有する区分所有者（以下「区分所有者」という。）は、

「建物の区分所有等に関する法律」（以下「区分所有法」という。）に基づき、次の通り「アドバン

ス大阪城アンジュ管理規約」（以下「規約」という。）を定める。 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規約は、アドバンス大阪城アンジュの管理又は使用に関する事項等について定めること

により、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 区分所有権  区分所有法第２条第１項の区分所有権をいう。 

二 区分所有者  区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。 

三 占 有 者  区分所有法第６条第３項の占有者をいう。 

四 専 有 部 分  区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。 

五 共 用 部 分  区分所有法第２条第４項の共用部分をいう。 

六 敷 地  区分所有法第２条第５項の建物の敷地をいう。 

七 共用部分等  共用部分及び附属施設をいう。 

八 専用使用権  敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用

できる権利をいう。 

九 専用使用部分  専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。 

十 管 理 者  区分所有法第２６条及び規約に定める義務を有し、管理行為を行う者を

いう。 

（規約及び総会の決議の遵守義務） 

第３条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しな

ければならない。 

２ 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。 

（対象物件の範囲） 

第４条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された敷地、建物及び附属施設（以下

「対象物件」という。）とする。 

（規約及び総会の決議の効力） 

第５条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力

を有する。 

２ 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負

う義務と同一の義務を負う。 
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（管理組合） 

第６条 区分所有者は、第１条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってアドバンス大

阪城アンジュ管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。 

２ 管理組合は、事務所をアドバンス大阪城アンジュ内に置く。 

３ 管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。 

 

 

第２章 専有部分等の範囲 

 

（専有部分の範囲） 

第７条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。 

２ 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次の通りとする。 

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 

三 錠（補助錠含む）及び内部塗装部分を除く玄関扉、窓枠、窓ガラス、網戸及び面格子は、

専有部分に含まれないものとする。 

四 給水設備については、各戸のメーターを除いた住戸側の設備を専有部分とする。 

五 排水設備については、住戸側から共用竪管に至るまでの配管を専有部分とする。 

六 電気設備については、各戸のメーターを除いた住戸側の設備を専有部分とする。 

七 ガス設備については、各戸のメーターを除いた住戸側の設備を専有部分とする。 

八 消防設備については、共用消防設備と一体となっていない住戸側の設備を専有部分とする。 

九 住戸インターホン設備については、玄関子機より親機に至るまでの設備を専有部分とする。 

３ 第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、

専有部分とする。 

（共用部分の範囲） 

第８条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第２に掲げる通りとする。 

 

 

第３章 敷地及び共用部分等の共有 

 

（共有） 

第９条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。 

（共有持分） 

第１０条 各区分所有者の敷地及び共用部分等の共有持分は、区分所有者全員が取得する専有部分の

総床面積に対して、各区分所有者が取得する専有部分の床面積の割合によるものとし、別表第

４に掲げる通りとする。 

２ 前項の床面積は、壁芯計算（界壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう）によるも

のとする。 

（分割請求及び単独処分の禁止）  

第１１条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。 
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２ 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定

等の処分をしてはならない。 

 

 

第４章 用法 

 

（専有部分の用途及び利用の制限） 

第１２条 区分所有者は、その所有する専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供

してはならない。 

２ 区分所有者は、その所有する専有部分の全部又は一部を店舗、事務所、作業所又は教室等の

営業目的の用途に供してはならない。 

（敷地及び共用部分等の用法） 

第１３条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければなら

ない。 

（バルコニー等の専用使用権） 

第１４条 区分所有者は、別表第３に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス及びメーターボッ

クス等（以下「バルコニー等」という。）について、同表に掲げる通り、専用使用権を有する

ことを承認する。 

２ 区分所有者は、バルコニー等に改造又は変更を施してはならない。 

３ 区分所有者は、バルコニー等に建造物、建築物等の設置並びに空調機用室外機以外の重量物

の搬入を行ってはならない。 

４ 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバ

ルコニー等を使用することができる。 

（駐車場の使用） 

第１５条 管理組合は、駐車場について、特定の区分所有者及び占有者に駐車場使用契約により使用

させることができる。 

２ 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、駐車場使用料を管理組合

に納入しなければならない。 

３ 駐車場は、別に定める使用細則に従って使用しなければならない。 

４ 区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、

その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。ただし、この場合において、譲受人が区分所

有者と同居する者であるときは、区分所有者はその駐車場使用契約の地位を譲受人に承継する

ことができる。 

（駐輪場の使用） 

第１６条 管理組合は、駐輪場について、特定の区分所有者及び占有者に、駐輪場使用申込により、

自転車置場を自転車の置場として、バイク置場をバイクの置場として、ミニバイク置場をミニ

バイクの置場として使用させることができる。 

２ 前項により駐輪場を使用している者は、別に定めるところにより、自転車置場使用料、バイ

ク置場使用料又はミニバイク置場使用料を管理組合に納入しなければならない。 

３ 駐輪場は、別に定める使用細則に従って使用しなければならない。 
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４ 区分所有者は、その所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したとき、

駐輪場使用権を失う。また占有者は、賃貸借契約を解除したとき、駐輪場使用権を失う。 

（敷地及び共用部分等の第三者の使用） 

第１７条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使

用させることができる。 

一 管理室、その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理事務（マンションの管理の適正

化の推進に関する法律（以下「適正化法」という。）第２条第六号の「管理事務」をいう。）

を受託又は請け負った者 

２ 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等（駐車場及

び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることができる。 

（専有部分の修繕等） 

第１８条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え（床仕上材の変更を含む。）又は建

物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとするときは、

予め、理事長（第３７条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面による

承認を受けなければならない。 

２ 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書、工程表その他理事長が指定する書面

を添付した所定の申請書を理事長に提出しなければならない。 

３ 理事長は、第１項による申請が共用部分等又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を及ぼ

すおそれがないと認められる場合にはこれを承認することができる。 

４ 第１項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に

係る共用部分の工事を行うことができる。 

５ 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立

入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなけ

ればこれを拒否してはならない。 

（使用細則） 

第１９条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 

（専有部分の貸与） 

第２０条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定め

る事項をその第三者に遵守させなければならない。 

２ 賃借人の違背行為により管理組合が被った損害については、区分所有者は賃借人と連帯して

その賠償責任を負うものとする。 

３ 区分所有者は、賃借人及び賃借人の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、区分所有

者が何らの催告を要せず貸与に係る契約を解除することができる旨及び賃借人は賃借住戸を

直ちに区分所有者に明け渡さなければならない旨の規定を貸与に係る契約に定めなければな

らいない。 

一 暴力団構成員等である事が判明したとき 

二 対象物件の共用部分及び附属施設等に、暴力団等の組織、名称、活動等に関する看板、名

札、写真、絵画、ちょうちん、代紋、その他これに類する物品を掲示若しくは搬入したとき 

三 対象物件内に暴力団構成員及び暴力団準構成員等を居住させ、又はこれらの者を反復継続

して出入りさせたとき 
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四 対象物件の共用部分及びその他対象物件に近接する場所において、暴行、傷害、恐喝、器

物損壊、不法監禁、凶器準備集合、賭博、ノミ行為、覚せい剤、けん銃、火薬類等に関する

犯罪行為をしたとき、また関係者がこのような犯罪行為をしたとき 

五 対象物件の共用部分及びその他対象物件に近接する場所において、暴力団等の威力を背景

にして粗野又は乱暴な言動をもって、理事長、入居者及びその関係者等に、迷惑をかけたり、

不安感を与えたり、不快感を抱かせるなどの精神的苦痛を与える行為をしたとき、また関係

者がこのような行為をしたとき 

 

 

第５章 管理 

 

第１節 総則 

（区分所有者の責務） 

第２１条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な

管理を行うよう努めなければならない。 

（敷地及び共用部分等の管理） 

第２２条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも

のとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用

権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 

２ 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一

体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 

（窓ガラス等の改良） 

第２３条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事

であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合が

その責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 

２ 管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、各区分所有者はその責任と負担に

おいて開口部改良工事実施細則に基づき同工事を実施することができるものとする。 

（必要箇所への立入り） 

第２４条 前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理す

る専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 

２ 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 

３ 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償し

なければならない。 

４ 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 

（損害保険） 

第２５条 区分所有者は、管理組合が共用部分等の火災保険その他の損害保険並びに施設賠償責任保

険及び個人賠償責任保険の契約を締結することを承認する。 

２ 理事長は、前項の契約に基づく保険金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 

３ 受領した保険金は、事故により共用部分等に生じた損傷箇所の修復に要する費用に充当する

ものとする。 
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４ 区分所有者は、自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。 

 

第２節 費用の負担 

（管理費等） 

第２６条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「管

理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。 

一 管理費 

二 修繕積立金 

２ 管理費等の額については、第１０条に定める各区分所有者の共有持分に応じて算出するもの

とする。 

（承継人に対する債権の行使） 

第２７条 管理費等及び管理組合が立て替えて支払いをした専有部分の水道その他の使用料について

有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。 

２ 第６３条第２項に定める遅延損害金及び支払督促費用及び第６４条第２項に定める負担金に

ついて管理組合が有する債権についても、同様とする。 

（管理費） 

第２８条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 

一 管理委託費（派遣要員の人件費、事務管理費等） 

二 公租公課並びに共用部分に係る電気代、水道料等 

三 共用設備の保守維持費及び運転費 

四 備品費、通信費その他の事務費 

五 共用部分に係る火災保険料その他の損害保険料及び管理組合が付保する専有部分に係る

個人賠償責任保険料 

六 経常的な修繕費 

七 清掃費、消毒費及びゴミ処理費 

八 専門的知識を有する者の活用に要する費用 

九 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 

十 管理の運営に要する費用 

十一 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 

（修繕積立金） 

第２９条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕

積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことが

できる。 

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 

二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 

三 敷地及び共用部分等の変更 

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 

五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要とな

る管理 

２ 前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項の建替え決議（以下「建替え決議」という。）
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又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に

関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合の設立の

認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係

る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金

から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度と

して、修繕積立金を取り崩すことができる。 

３ 管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借り入れをしたときは、修繕積立金をもってそ

の償還に充てることができる。 

４ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 

（使用料） 

第３０条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」という。）は、

第２８条に定める通常の管理に要する経費及び第２９条に定める特別の管理に要する経費に

充当することができる。 

（先取特権） 

第３１条 各区分所有者は区分所有法第７条の定めに基づき、他の区分所有者に対する債権について、

債務者の区分所有権及び建物に備えつけた動産の上に先取特権を有する。理事長がその職務又

は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても同様とする。 

２ 前項に定める債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人及び包括承継人に対しても行うこ

とができる。 

 

 

第６章 管理組合 

 

第１節 組合員 

（組合員の資格） 

第３２条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失

する。 

（届出義務） 

第３３条 組合員は次の各号に掲げる場合においては、管理組合の定める期日に書面にて管理組合に

届け出なければならない。 

一 専有部分内の内装工事等を行う場合及び補助錠を取付けるとき（別記様式１） 

二 売買・交換・相続等の理由により区分所有者に変更があったとき（別記様式２） 

三 入居の場合の緊急連絡先及び家族の名簿、若しくは未入居の場合の緊急連絡先について変

更があったとき（別記様式３） 

四 駐輪場の使用、若しくは使用中止を行うとき（別記様式５） 

五 窓ガラス等の開口部改良工事を行うとき（別記様式６） 

六 防犯カメラの記録映像を閲覧するとき（別記様式７） 
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第２節 管理組合の業務 

（業務） 

第３４条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下､本条及び第５０条において「組合管理部

分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びゴミ処理 

二 組合管理部分の修繕 

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 

五 適正化法第１０３条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 

六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 

七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 

八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認めら

れる管理行為 

九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 

十 修繕積立金の運用 

十一 官公署、町内会等との渉外業務 

十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 

十三 防災に関する業務 

十四 広報及び連絡業務 

十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 

十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算 

十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 

（業務の委託等） 

第３５条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適正化法第２

条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等の第三者に委託又は請け負わせて執行する

ことができる。 

（専門的知識を有する者の活用） 

第３６条 管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管理士」をいう。）

その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他

マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 

 

第３節 役員 

（役員） 

第３７条 管理組合に次の役員を置く。 

一 理 事 長   １ 名 

二 副 理 事 長   １ 名 

三 防火管理担当理事  １ 名 

四 理 事   ３ 名 

（理事長、副理事長、防火管理担当理事を含む。以下同じ。） 

五 監 事   １ 名 
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２ 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 

３ 理事長、副理事長及び防火管理担当理事は、理事の互選により選任する。 

（役員の任期） 

第３８条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。なお、連続３期（３年）までを限度

とする。 

２ 役員に欠員が生じたときは、前条第２項の規定にかかわらず理事会で選任できるものとし、

その役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその

職務を行う。 

４ 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 

（役員の誠実義務等） 

第３９条 役員は、法令、規約及び使用細則等並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、

誠実にその職務を遂行するものとする。 

２ 役員は、総会の決議を得たときは、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受

けることができる。 

（理事長） 

第４０条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行す

る。 

一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた

事項 

二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること 

２ 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 

３ 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に

関する報告をしなければならない。 

４ 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 

（副理事長） 

第４１条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が

欠けたときはその職務を行う。 

（理事） 

第４２条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 

２ 防火管理担当理事は、消防法所定の防火管理者となり、消防計画の作成、当該消防計画に基

づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要

な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び

設備の維持管理並びに収容人員の管理、その他防火管理上必要な業務を行う。 

（監事） 

第４３条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなけれ

ばならない。 

２ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総

会を招集することができる。 
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３ 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に参加することはでき

ない。 

 

第４節 総会 

（総会） 

第４４条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 

３ 理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後３ヶ月以内に招集しなければならない。 

４ 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集すること

ができる。 

５ 総会の議長は、理事長が務める。 

（招集手続） 

第４５条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の１週間前（会議の目的が建替え決議であ

るときは２ヶ月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなけれ

ばならない。 

２ 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その

届出のない組合員に対しては対象物件内の専有部分の所在地宛に発するものとする。 

３ 第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、そ

の内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 

４ 第１項の通知をする場合において、会議の目的が第４９条第３項の第一号、第二号若しくは

第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければ

ならない。 

５ 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知し

なければならない。 

一 建替えを必要とする理由 

二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建物が通常有

すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳 

三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 

四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 

６ 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１ヶ月前までに、

当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなけ

ればならない。 

７ 第４７条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の

掲示場所に掲示しなければならない。 

８ 第１項（会議の目的が建替え決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合に

は、理事長は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１項の期間を短縮

することができる。 

（組合員の総会招集権） 

第４６条 組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４８条第１項に定める議決権総数の５分の１以

上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長
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は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え決議であると

きは、２ヶ月と２週間以内の日。）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならな

い。 

２ 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集する

ことができる。 

３ 前２項により招集された臨時総会においては、第４４条第５項にかかわらず、議長は、総会

に出席した組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数

をもって、組合員の中から選任する。 

（出席資格） 

第４７条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 

２ 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合

には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を

述べようとする者は、予め理事長にその旨を通知しなければならない。 

（議決権） 

第４８条 組合員は、その所有する住戸１戸につき各１個の議決権を有する。 

２ 住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権の行使については、これら共有者をあわせ

て一の組合員とみなす。 

３ 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その者の氏名

を予め総会開会までに理事長に届け出なければならない。 

４ 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 

５ 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 

（総会の会議及び議事） 

第４９条 総会の会議は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなけれ

ばならない。 

２ 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 

３ 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４分の３以

上及び議決権総数の４分の３以上で決する。 

一 規約の制定、変更又は廃止（別に定める管理費等の額の変更は除く。） 

二 敷地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。） 

三 区分所有法第５８条第１項、第５９条第１項又は第６０条第１項の訴えの提起 

四 建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 

五 区分所有法第４７条の管理組合法人の設立 

六 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 

４ 建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及び議決権総数の５分の４

以上で行う。 

５ 前４項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみな

す。 

６ 第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及

ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理

由がなければこれを拒否してはならない。 
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７ 第３項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に

特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用

使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は

正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 

８ 第３項第三号に掲げる事項の決議を行うには、予め当該組合員又は占有者に対し、弁明する

機会を与えなければならない。 

９ 総会においては、第４５条第１項により予め通知した事項についてのみ決議することができ

る。 

（議決事項） 

第５０条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 

一 収支決算及び事業報告 

二 収支予算及び事業計画 

三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 

四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 

五 長期修繕計画の作成又は変更 

六 第２９条第１項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び

修繕積立金の取崩し 

七 第２９条第２項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金

の取り崩し 

八 修繕積立金等の保管及び運用方法 

九 第２２条第２項に定める管理の実施 

十 区分所有法第５７条第２項及び前条第３項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提

起すべき者の選任 

十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 

十二 区分所有法第６２条第１項の場合の建替え 

十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 

十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 

十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 

（議事録の作成、保管等） 

第５１条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する２名の総会

に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 

３ 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事

録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指

定することができる。 

４ 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 

（書面による決議） 

第５２条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承認があるときは、書

面による決議をすることができる。 

２ 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による
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合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 

３ 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の

決議と同一の効力を有する。 

４ 前条第３項及び第４項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 

５ 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 

 

第５節 理事会 

（理事会） 

第５３条 理事会は、理事をもって構成する。 

２ 理事会の議長は、理事長が務める。 

３ 理事は、事故又は諸事情により理事会に出席できないときは、配偶者又は一親等の親族の内、

成年に達した者を、代理人として出席させることができる。 

（招集） 

第５４条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事が２分の１以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やか

に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会の招集手続については、第４５条（建替え決議を会議の目的とする場合の第１項及び

第４項から第７項までを除く。）の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをす

ることができる。 

（理事会の会議及び議事） 

第５５条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理

事の過半数で決する。 

２ 議事録については、第５１条（第４項を除く。）の規定を準用する。ただし、第５１条第２

項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 

（議決事項） 

第５６条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 

一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 

二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 

四 管理共有物の保存行為に関する適切な修理の実施及び計画立案 

五 管理費等の滞納者に対する支払いの督促及び訴訟提起手続に関する事項 

六 弁護士の選任及び訴訟提起手続に関する事項 

七 その他の総会提出議案 

八 第１８条に定める専有部分の修繕等に関する申請に対する承認又は不承認 

九 第６１条第３項に定める承認又は不承認 

十 第６３条第４項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置

の追行 

十一 第７０条に定める勧告又は指示等 

十二 総会から付託された事項 
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（専門委員会の設置） 

第５７条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又

は検討させることができる。 

２ 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 

 

 

第７章 会計 

 

（会計年度） 

第５８条 管理組合の会計年度は、毎年６月１日から翌年の５月末日までとする。 

（管理組合の収入及び支出） 

第５９条 管理組合の会計における収入は、第２６条に定める管理費等及び第３０条に定める使用料

によるものとし、その支出は第２８条から第３０条に定めるところにより諸費用に充当する。 

（区分経理） 

第６０条 前条における管理組合の会計は、次の各号に掲げる会計に区分して経理しなければならな

い。 

一 一般会計（第２８条に定める管理費並びに第３０条に定める使用料に関する会計をいう。） 

二 修繕積立金会計（第２９条に定める修繕積立金に関する会計をいう。） 

（収支予算の作成及び変更） 

第６１条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得

なければならない。 

３ 理事長は、第５８条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認を得るまでの間に、以

下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うこ

とができる。 

一 第２８条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第１項の承認を

得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 

二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第１項

の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 

４ 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第１項に定める収支予算案の承認を得るため

に開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当

該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。 

（会計報告） 

第６２条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承

認を得なければならない。 

（管理費等の徴収） 

第６３条 管理組合は、第２６条に定める管理費等について、組合員が各自開設する預金口座から管

理組合が指定する自動振替の方法により第６５条の規定に基づき管理組合が開設した口座に

受け入れることとし、当月分を管理組合の指定日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要

する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 
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２ 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合、管理組合は、その未払金額に

ついて年利１４．６％の遅延損害金、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用

を加算して、その組合員に対して請求することができる。 

３ 組合員が管理費等及び使用料を滞納した場合、管理組合は、当該組合員に対し相当の期間を

定めてその納付を催告し、当該組合員が当該期間内に納付しないときは、当該組合員の滞納金

額を他の組合員に開示することができる。 

４ 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代

表して、訴訟及びその他法的処置を追行することができる。 

５ 第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収

納金は、第２８条に定める費用に充当する。 

６ 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることが

できない。 

７ 管理組合は、区分所有者又は包括継承人若しくは特定承継人等から未払金の一部の納付が

あった場合には、その収納金を、経過年月の古いものから順次未払金の納付に充当するものと

し、納入者は充当年月及び科目を指定することはできない。 

（管理費等の過不足） 

第６４条 収支決算の結果、一般会計にその余剰を生じた場合、その余剰は翌年度における一般会計

に充当する。 

２ 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２６条第２項に定める管理

費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。 

（預金口座の開設） 

第６５条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 

（借入れ） 

第６６条 管理組合は、第２９条第１項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをす

ることができる。 

（帳票類の作成、保管） 

第６７条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、

組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなけ

ればならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 

（消滅時の財産の清算） 

第６８条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については第１０条に定める各区分所有者の共用

部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 

 

 

第８章 雑則 

 

（義務違反者に対する措置） 

第６９条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所

有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所

有法第５７条から第６０条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 
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（理事長の勧告及び指示等） 

第７０条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人（以下

「区分所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内

における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分

所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 

２ 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人

が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 

３ 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区

分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、

理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、

訴訟その他法的措置を追行すること 

二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受

領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置を

とること 

４ 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及

び差止め等の諸費用を請求することができる。 

５ 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第２８条に定

める費用に充当する。 

６ 理事長は、第３項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅

滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第４５条第２項及び

第３項の規定を準用する。 

（治安維持） 

第７１条 区分所有者は、対象物件内の治安維持のため、その専有部分を、暴力団の事務所及び会合

の場に使用したり、また共同生活環境を侵害するおそれのある者、暴力団構成員及び暴力団組

織等に譲渡又は貸与してはならない。 

２ 理事長は、区分所有者が前項の規定に違反した場合は、その区分所有者に対して、総会の議

決を経て区分所有法第５７条から第６０条までの規定に基づき必要な措置をとることができ

る。 

（合意管轄裁判所） 

第７２条 この規約に起因する管理組合と組合員との間の紛争に関して訴訟の必要が生じた場合、対

象物件所在地を管轄する裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。  

（自治体及び近隣住民との協定の遵守） 

第７３条 区分所有者は、管理組合が自治体又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵

守しなければならない。 

（規約外事項） 

第７４条 規約、使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところ

による。 

２ 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定め

る。 
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（規約原本等） 

第７５条 この規約を証するため、規約承認時の理事長及び２名の区分所有者が記名押印した規約を

１通作成し、これを規約原本とする。 

２ 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、

規約原本の閲覧をさせなければならない。 

３ 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、１通の書面に、

現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と

相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。 

４ 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変

更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面（以下「規約原本等」と

いう。）を閲覧させなければならない。 

５ 第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定するこ

とができる。 

６ 理事長は、所定の掲示場所に規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。 

（工事竣工図の備付） 

第７６条 理事長は、対象物件の工事竣工図等の関係図書を管理室等に保管し、区分所有者又は利害

関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。 

２ 前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 

（ペット飼育の禁止） 

第７７条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育し

てはならない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等のみで飼育する小鳥・観賞用

魚類（金魚・熱帯魚等）等を、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害

者補助犬法に規定する身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬）を使用する場合は、こ

の限りではない。 

 

 

附  則 

 

（規約の発効） 

第１条 この規約は、最初に対象物件の専有部分の引渡しがあった日から効力を発する。 

（管理組合の成立） 

第２条 管理組合は、前条の規約の発効と同時に成立したものとする。 

（管理費等） 

第３条 各区分所有者の負担する当初の管理費等の額は、規約第５０条第三号の規定にかかわらず、

規約第２６条第２項に規定する方法により算出されたタイプ別管理費等及び使用料一覧表の

額とする。 

（初代役員） 

第４条 管理組合の初代役員は、規約第３７条第２項の規定にかかわらず、売主又は管理会社（以下

「管理会社」という。）が区分所有者の中から推薦又は選任できるものとする。 
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（経過措置） 

第５条 この規約の効力が発生する日以前に、売主はその定める方法により区分所有者の中から当初

の駐車場及び駐輪場の使用者を選出することができるものとし、またこの規約の効力が発生す

る日以前に当該区分所有者が管理会社との間で締結した駐車場使用契約は、この契約の効力が

発生する日において管理組合と締結したものとみなす。 

（修繕積立一時基金） 

第６条 区分所有者は、修繕積立一時基金を管理組合に納入しなければならない。 

２ 修繕積立一時基金の額は、別に定めるタイプ別管理費等及び使用料一覧表のとおりとする。 

３ 修繕積立一時基金は、規約第２９条に定める特別の管理に要する経費及び対象物件の共用部

分等に係る積立式マンション保険等に充当できるものとする。 

（初年度の予算） 

第７条 初年度の予算については、規約第５０条第二号及び規約第６１条第１項にかかわらず、管理

会社が作成した初年度の収支予算を承認する。 

（初年度の会計年度） 

第８条 規約第５８条にかかわらず、管理組合の初年度の会計年度は専有部分の引渡日から平成２７

年５月末日までとする。 

（特記事項） 

第９条 区分所有者は、次に掲げる各事項について予め承諾し、売主及びその関係者に対し損害賠償

の請求その他一切の異議を申し出ないものとする。また、第三者に譲渡又は貸与する場合は、

その事項を継承遵守させるものとする。 

１． 周辺環境の変化 

本マンションの周辺の土地・建物は第三者の所有によるものであり、本規約交付日現在

の周辺環境（日影・採光・通風・騒音・振動・臭気・電波受信・眺望等）は将来変化す

る場合があること。 

２． 再建築について 

本マンションの竣工後、建築基準法等の改正により、将来本マンションと同規模の建築

物の再建築が法的に許容されなくなる場合もあること。 

３． 第三者等の使用 

(1) 電気・水道等の導入配管路を当該事業供給者が無償で使用すること。また保守点検

時に本マンションに立ち入ること。 

(2) 土地及び共用部分の管理業務遂行上必要な施設及び備品について管理業務を受託

又は請け負った者が無償で使用すること。 

４． 売主の使用 

(1) 本マンションの所定の引渡し日以降に、なお未販売住戸がある場合、土地建物及び

管理室等共用部分の一部を売主又は売主の指定する者が販売業務（モデルルームの

設置・販売広告看板の設置等）のため無償にて使用する場合があること。 

(2) 売主は、都合により当該販売住戸を資産運用（賃貸等）する場合があること。 

５． 専有部分面積の中の共用部分 

専有部分面積には共用部分のパイプスペース（ＰＳ）・メーターボックス（ＭＢ）が含

まれていること。 
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６． 未引渡し住戸等の管理費・修繕積立金等の負担 

売主は、本マンションの所定の引渡し日以降においても、なお未引渡し住戸がある場合

は、引渡しから１年間は管理費の実質不足金のみ補填すること。１年間経過後なお未引

渡し住戸がある場合は、未引渡し住戸に相当する管理費及び修繕積立金の全額を負担す

ること。 

７． 使用目的及び用途変更の禁止について 

区分所有者は本マンションの所轄官公庁、近隣住民及び本マンションの他の区分所有者

又は使用者に迷惑を及ぼし、又は、公序良俗に反する使用目的の用途に供することはで

きないこと。共用部分は各々の用途以外には使用できないこと。 

８． 電波障害対策施設の設置等について 

本マンションの建物が近隣住戸に電波障害を与えた場合には、売主の負担で電波障害の

対策施設（以下「本施設」という。被害を被る各住戸の保安器迄含む。）を本マンショ

ン内に設置し、無償でその近隣住民に使用させることがあること。なお、本施設は共用

施設として、以後これに要する維持管理の費用負担が生じた場合には、管理組合の費用

負担にて本施設の保守、点検、維持管理、取替等をすること。又、必要に応じて関係者

が本マンション内に立入ることがあること。 

９． 自治会への加入と会費の支払いについて 

区分所有者又は入居者は、本マンションの所在する地元自治会に入会すること。又、支

払方法については、自治会と本マンション管理会社と別途協議し決定すること。 

１０． ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）について 

本マンションに設置するケーブルテレビシステムについては、売主が株式会社ジェイコ

ムウエスト大阪セントラル局のＣＡＴＶ視聴設備を採用しており、下記の内容で株式会

社ジェイコムウエスト大阪セントラル局からケーブルテレビサービスが供給されること。 

(1) 本マンションはケーブルテレビサービス付加入権付契約とし、当該システムの加入

契約金は売主が負担すること。 

(2) 株式会社ジェイコムウエスト大阪セントラル局が放送を提供するための施設（テレ

ビ共聴施設）を、無償で専用して使用すること。 

(3) 本マンション引渡し後、売主の権利、義務一切を管理組合が承継すること。 

(4) 区分所有者は、地上波デジタル放送（ＵＨＦ８波）を無料にて視聴できること。な

お、ＮＨＫ放送受信に基づく受信料（ＢＳ含む）は、区分所有者もしくは利用者の

負担となること。 

(5) ケーブルテレビ有料放送の加入契約は区分所有者の任意となっており、加入契約に

基づく宅内工事費・月額基本利用料等は、当該区分所有者もしくは利用者の負担と

なること。 

１１． インターネットについて 

本マンションに設置するインターネットサービスについては、売主がランゲート株式会

社との間でインターネット利用契約を締結しており、下記の内容でランゲート株式会社

からインターネットサービスが提供されること。 

(1) 売主とランゲート株式会社との間で締結されている契約内容および利用規約など

の売主の地位については、管理組合が継承すること。なお、月額利用料（全６４戸
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分）は管理費の中に含まれていること。 

(2) インターネットサービスの加入権利は管理組合に帰属し、区分所有者が単独で処分

できないこと。 

１２． 引込電柱について 

(1) 本マンションの敷地内に関西電力株式会社所有の引込電柱が設置され、売主は関西

電力株式会社に対し本マンション土地の一部の使用を承諾する予定であり、管理組

合は当該使用承諾を異議なく承継すること。 

(2) 管理組合は、前記（1）の引込電柱設置に対する土地使用承諾料を受領し、受領し

た金員を管理費会計に充当すること。 

１３． 反社会的勢力の排除 

(1) 売主及び区分所有者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約しているこ

と。 

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその

構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。 

② 自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい

う。）が反社会的勢力ではないこと。 

(2) 区分所有者は、売主に対し自ら又は第三者をして本マンションを反社会的勢力の事

務所その他の活動の拠点に供しないこと。 

１４． バルコニー等の使用について 

バルコニー等の外側にふとん、洗濯物等、その他見苦しい物を掛けて干さず、全てバル

コニー等の内側で、且つ既設の物干金物の高さ以下で干すこと。又、物置、その他の工

作物を築造、設置しないこと。 

１５． 屋上の立入禁止について 

屋上には立ち入らないこと。但し、関係者が屋上の施設・設備の点検・修理の為に立入

る場合は除くこと。 

１６． 生活音について 

上下階及び隣接住戸間の生活音については、区分所有者相互間で充分注意すること。 

１７． 表示看板について 

(1) 本マンションの壁面部分に、売主がマンション名称及び売主名を表示した表示看板

（以下「壁面看板」という。）を設置し、無償にて使用すること。 

(2) 将来、壁面看板の補修及び改修工事等を行う場合、売主は管理組合へ工事内容を申

し出て行うこと。この場合、管理組合は工事に関し共用部分の一部を使用すること

を了承すること。 

１８． 広告物の設置について 

本マンションに看板等広告物の設置はできないこと。（但し、本条第４項「売主の使用」

の場合を除くこと。） 

１９． 駐車場及び駐車場及び駐輪場については台数に限りがあり、契約者及び使用者以外は車

両及びバイク、自転車を停めることはできないこと。 

 

以 上 
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本書は「アドバンス大阪城アンジュ」管理規約に相違ないことを証します。 

規約第７５条第１項に基づき、記名押印いたします。 

 

平成  年  月  日 

アドバンス大阪城アンジュ管理組合 

理 事 長                 ㊞  

区分所有者                 ㊞  

区分所有者                 ㊞  

 

【規約変更履歴】 

総会決議日 条番号 変更内容 

   

 

上記内容は、総会の議事録の内容と相違ありません。 

 

理 事 長                 ㊞  

総会決議日 条番号 変更内容 

   

 

上記内容は、総会の議事録の内容と相違ありません。 

 

理 事 長                 ㊞  
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【規約変更履歴】 

総会決議日 条番号 変更内容 

   

 

上記内容は、総会の議事録の内容と相違ありません。 

 

理 事 長                 ㊞  

総会決議日 条番号 変更内容 

   

 

上記内容は、総会の議事録の内容と相違ありません。 

 

理 事 長                 ㊞  

総会決議日 条番号 変更内容 

   

 

上記内容は、総会の議事録の内容と相違ありません。 

 

理 事 長                 ㊞  
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別表第１ 

 

規約対象物件の表示（規約第４条による） 

 

物 件 名 アドバンス大阪城アンジュ 

敷 

地 

地 番 大阪市中央区材木町３番７ 

面 積 ３６９．６９㎡（登記記録記載面積・実測面積） 

権利関係 区分所有者の共有持分割合による敷地利用権（所有権） 

建 

 

物 

住居表示 大阪市中央区材木町１番１９ 

構造等 

鉄筋コンクリート造 地上１４階建 共同住宅 

建築面積 １７６．００ ㎡ 

延床面積 ２，０６７．６９ ㎡ 

専有部分 
住戸部分 ６４ 戸 

延床面積 １，６４６．５２ ㎡ 

附

属

施

設 

 

アプローチ、植栽、受変電設備、平面式駐車場（３台）、バイク置場（２台）、ミニバイク置

場（５台）。 
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別表第２ 

 

共用部分の範囲（規約第８条による） 

 

共 

 

 

 

用 

 

 

 

部 

 

 

 

分 

 

(1) 専有部分以外の建物の部分 

エントランスホール、風除室、エレベーターホール、管理室、ＳＰ ポンプ室、屋外避

難階段、共用廊下、メールコーナー、バルコニー、パイプスペース（ＰＳ）・メーター

ボックス（ＭＢ）、キャノピー、吹抜、屋根、基礎、外壁、建物躯体（構造柱・構造壁・

梁・スラブ等）、その他基礎的構造部分、構造部分等。 

 

 

 

(2) 専有部分に属さない建物の付属設備 

物干金物、玄関扉（錠及び内部塗装部分を除く）・扉枠、外気に面する窓ガラス・窓枠、

機械設備、ガス設備、電気設備、メールボックス、宅配ボックス、防犯設備、消火・防

災設備、受信受像通信設備、テレビ共同視聴設備、インターネット設備、インターホン

設備、エレベーター設備、給水ポンプ、消火補給水槽、避難設備、避雷針、電話配管・

配線（専有部分の設備を除く）等。 

 

 

 

(3) 規約共用部分 

傾斜ラック式自転車置場（２６台）、スライドラック式自転車置場（１８台）、平面式

自転車置場（１台）、ごみ置場。 

 

 

 

 

 

 

※ 規約共用部分は、法務局の指導により変更になる場合があります。 
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別表第３ 

 

バルコニー等の専用使用権等 

 

 

専用使用 

部分 

 

 

区分 

バルコニー

(室外機置場

含む) 

 

 

 

玄関扉（錠及

び内部塗装部

分を除く）･

窓枠･窓ガラ

ス･網戸等 

 

パイプスペ 

ース･メータ 

ー類･メータ 

ーボックス･

メールボック

ス 

 

管 理 室 自転車置場・

バイク置場・

ミニバイク置

場 

 

 

駐 車 場 

 

 

 

 

 

 

専用使用 

部  分 

バルコニー

(室外機置場

含む)の部分 

 

 

 

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

図面参照 

 

玄関扉（錠及

び内部塗装部

分を除く）･

窓枠･窓ガラ

ス･網戸等の

各部分 

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

図面参照 

パイプスペ 

ース･メータ 

ー類･メータ 

ーボックス･

メールボック

スの各部分 

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

図面参照 

管理室部分 

 

 

 

 

 

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

図面参照 

自転車置場・

バイク置場・

ミニバイク置

場の各部分 

 

 

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

図面参照 

駐車場部分 

 

 

 

 

 

 

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

図面参照 

専 用 

使用者 

付設住戸区分

所有者又は占

有者 

同  左 同  左 業務委託契約

を受けた者及

びその関係者 

 

区分所有者･

占有者 

同  左 

用  法 

通常のバルコ

ニーとしての

用法、緊急避

難時の通路と

しての用法 

 

通常の玄関扉

等としての用

法 

通常のパイプ

スペース等と

しての用法 

通常の管理室

としての用法 

駐輪場使用細

則による 

駐車場使用細

則及び使用契

約書による 

期  間 

区分所有権･

賃借権の存続

期間 

 

同  左 同  左 管理委託契約

による期間中 

 

同  上 

 

同  上 

 

使用料の 

要  否 無  償 無  償 無  償 無  償 有  償 有  償 

使用料の 

帰属先 

    
管理組合が受

領し管理費に

充当 

 

同  左 

費用負担 
    

使用者負担 同  左 



 26 

別表第４ 

 

敷地利用権及び共用部分の共有持分割合表 

 

タイプ 戸 数 専有面積(㎡) 共有持分割合 

Ａ １２ ２９．０５ ２９０５／１６４６５２ 

Ｂ１ １３ ２４．９６ ２４９６／１６４６５２ 

Ｂ２ １３ ２４．９６ ２４９６／１６４６５２ 

Ｃ１ １３ ２４．９６ ２４９６／１６４６５２ 

Ｃ２ １３ ２４．９６ ２４９６／１６４６５２ 

合  計 ６４ １，６４６．５２ １６４６５２／１６４６５２ 

 

※ 上記の専有面積は壁心計算によるものであり、登記の際には、不動産登記法上の内法面積となり、

登記面積はこれより減少する。 

 

※ 住居専有面積はパイプスペース（ＰＳ）・メーターボックス（ＭＢ）の面積を含む。 
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タイプ別管理費等及び使用料一覧表 

 

管理費・修繕積立金・使用料等（月額） 

 

管理費・修繕積立金・修繕積立一時基金（１戸当たり金額）（単位：円） 

タイプ 面 積（㎡) 戸 数 管理費 修繕積立金 合 計 
修繕積立一時基金 

（一括） 

Ａ ２９．０５ １２ 7,600 1,500 9,100 145,300 

Ｂ１ ２４．９６ １３ 6,500 1,200 7,700 124,800 

Ｂ２ ２４．９６ １３ 6,500 1,200 7,700 124,800 

Ｃ１ ２４．９６ １３ 6,500 1,200 7,700 124,800 

Ｃ２ ２４．９６ １３ 6,500 1,200 7,700 124,800 

合  計 １，６４６．５２ ６４ 429,200 80,400 509,600 8,233,200 

 

駐車場使用料（１台当たり月額）（単位：円） 

タ イ プ 台 数 使 用 料 合 計 

平面式 ３台 21,000 63,000 

 

駐輪場使用料（１台当たり月額）（単位：円） 

タ イ プ 台 数 使 用 料 合 計 

バイク ２台 1,000 2,000 

ミニバイク ５台 500 2,500 

自転車 

スライドラック式 １８台 200 3,600 

傾斜ラック式 ２６台 200 5,200 

平面式式 １台 200 200 
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別記様式１ 

 
専有部分修繕等工事申請書 

 

平成   年   月   日 

アドバンス大阪城アンジュ 

管理組合理事長  殿 

 

（申請者） 

アドバンス大阪城アンジュ     号室 

 

                  ㊞ 

 

私は、下記の通り専有部分の修繕等の工事を実施いたしたく、管理規約第３３条及び一般使用細則

第５条の規定により以下の通り申請いたします。 

尚、工事に際しては、管理規約並びに使用細則の各条項を遵守することを誓約すると共に、万一  

工事中又は工事完了後にトラブルが生じた場合には、当方の責任と負担において解決いたします。 

 

１． 対象住戸      号室 

 

２． 工事内容 

 

 

３． 工事期間  平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

 

４． 施工業者  〈業者名〉                
 
〈電話番号〉（    ）    －     〈担当者名〉        

 

５． 添付書類  設計図、仕様書及び工程表 
 

 

 
切り取らない 

 

  

専有部分修繕等工事承認書 
 

上記届出に関して、 

 

（   ）実施することを承認いたします。 

（   ）以下の条件を付して承認いたします。 

 

〈条件〉 

 

 

平成   年   月   日 
 

アドバンス大阪城アンジュ管理組合理事長 ○印 

 

 

※ 本書記載の個人情報に関しては、次に定める場合の他、規約及び使用細則の定めに基づく管理組合

運営のために必要な場合に限り使用いたします。 

１． 公的捜査機関の捜査要請により通知する場合 

２． 管理委託契約の通知義務に基づき委託管理会社に通知する場合 
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別記様式２ 

 

区分所有者変更届 
 

平成   年   月   日 

アドバンス大阪城アンジュ 

管理組合理事長  殿 

 

（届出者）                  

（旧組合員）              ○印 

 

（新組合員）              ○印 

 

この度、区分所有者が変更になりましたので、管理規約第３３条の規定により以下の通り届出  

いたします。 

 

１． 対象住戸      号室 

 

２． 所有権移動日  平成   年   月   日 

 

３． 管理費等負担区分  平成   年   月分より、新組合員が負担いたします。 

 

４． 連絡先等  〈住所〉                                 

（旧組合員） 

〈郵便番号〉    －    〈電話番号〉（    ）    －     

 

５． 連絡先等  〈住所〉                                 

（新組合員） 

〈郵便番号〉    －    〈電話番号〉（    ）    －     
 

※ 新組合員がマンションに入居する場合は、電話番号のみご記入下さい。 

 

６． 旧組合員の承認事項 

区分所有権の喪失に伴い、専用使用権を有していた駐車場・駐輪場等の専用使用権が 

喪失することを承認いたします。 

 

７． 新組合員の誓約事項 

対象住戸の区分所有するにあたり、管理規約及び使用細則等諸細則を遵守すると共に、

旧組合員の権利、義務を継承することを誓約いたします。 

 

８． 仲介業者  〈業者名〉                

 

〈電話番号〉（    ）    －     〈担当者名〉        

 

※ 本書記載の個人情報に関しては、次に定める場合の他、規約及び使用細則の定めに基づく管理組合

運営のために必要な場合に限り使用いたします。 

１． 公的捜査機関の捜査要請により通知する場合 

２． 管理委託契約の通知義務に基づき委託管理会社に通知する場合 
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別記様式３ 

 

緊急連絡先届 
 

平成   年   月   日 

アドバンス大阪城アンジュ 

管理組合理事長  殿 

 

 

この度、アドバンス大阪城アンジュに入居いたしますので、管理規約第３３条の規定により届出 

いたします。 

 

 

部屋番号 号室 入 居 日 平成   年   月   日 

（世帯主） 

フリガナ   
□昭和 

□平成 

 

年   月   日生 

 

男 

・ 

女 
氏  名   

自宅TEL （    ）    － 携帯電話等 （    ）    － 

勤 務 先 

名 称  
所 属 

（部課） 
 

所在地  ＴＥＬ （    ）    － 

（同居家族・入居者）…… 世帯主以外 

氏  名 続柄 携帯電話等 連絡先名 

  （    ）    －  

  （    ）    －  

  （    ）    －  

  （    ）    －  

  （    ）    －  

（親族・知人等の緊急連絡先電話番号） 

氏  名 続柄 自宅等 携帯電話 

  （    ）    － （    ）    － 

  （    ）    － （    ）    － 

（区分所有者） ※上記世帯主と同じ場合には、記入不要です。 

フリガナ  

連絡先 （    ）    － 
氏  名  

 

※ 本書記載の個人情報に関しては、次に定める場合の他、規約及び使用細則の定めに基づく管理組合

運営のために必要な場合に限り使用いたします。 

１． 公的捜査機関の捜査要請により通知する場合 

２． 管理委託契約の通知義務に基づき委託管理会社に通知する場合  
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一般使用細則 

 

（前文） 

アドバンス大阪城アンジュ管理組合（以下「管理組合」という。）は、アドバンス大阪城アンジュ

（以下「対象物件」という。）区分所有者、その同居人、専有部分の貸与を受けた者並びにその同居

人（以下「区分所有者等」という。）の利益を守り、全区分所有者等が快適な共同生活を維持できる

よう、建物の保全、良好な環境の維持向上に努めることを目的に、対象物件管理規約第１９条に基づ

き、対象物件の使用にあたり一般使用細則（以下「本細則」という。）を定める。 

 

（エレベーター運転）  

第１条 エレベーターは「カゴ」内掲示の指示に従って運転しなければならない。また、小さな子供

のみの使用をしないよう注意しなければならない。 

（清掃、塵芥の処理） 

第２条 建物の美観を維持するため、次の各号に掲げる事項に十分注意するものとする。 

一 正面玄関、廊下、階段その他共用部分の清掃は管理委託契約の範囲内で管理受託者が行う

が、清潔保持については、それぞれ協力すること 

二 塵芥類は、自治体指定の方法で、ポリ袋等に包み、指定の日時にゴミ置場に出すこと 

三 ガラス製品、空き缶、エアゾール等の危険物は、指定の日時にゴミ置場に出すこと 

四 臨時に大量の廃棄物がある場合は、事前に管理会社に申し出てから処理すること 

（防火、消火、避難設備） 

第３条 火災予防のため平素から備え付けの消火器具、避難施設の位置、使用方法を熟知すると共に、

万一の場合は相互に協力し、被害を最小限に止めるよう協力するものとする。 

２ 区分所有者等は次の各号に掲げる事項につき特に留意遵守しなければならない。 

一 自然発火、引火爆発のおそれのあるものは対象物件内に持込まないこと 

二 階段、消火栓、消火器、避難設備の付近には絶対に物を置かないこと 

三 出火発見の場合は、直ちに非常ベルを押すとともに、１１９番へ出火場所を通報すること 

四 初期消火が大切なので、最寄りの消火器、消火栓を使用して消火に努めること 

五 避難の際は、窓扉を閉じ延焼を防ぐこと 

六 避難の際は、エレベーターを使用しないこと 

七 建築材料・カーテン・絨毯等については、防炎性のものを使用すること 

八 各戸になるべく家庭用消火器を備えておくこと 

（防犯） 

第４条 防犯体制をより確立するため、次の各号に掲げる事項に十分注意しなければならない。 

一 玄関ドアは常に施錠し、ドアガードをかけておくこと 
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二 来客の応対時はインターホン及びドアスコープで確認の上、開扉すること 

三 未知の来客については、ドアガードをつけたままで開扉すること 

（理事長の事前承諾又は連絡を要する事項） 

第５条 建物の保全及び対象物件内の秩序を維持するため、次の各号に掲げる事項については事前に

理事長の書面による同意を得なければならない。 

一 ピアノ等重量物の搬出入、移動、建物の構造物の変更等、建物の耐久力を害し、又は外観

を損ねるおそれのあるとき 

二 電気、ガス、給排水、通信等諸設備、機械器具類を新設、付加、除去又は変更するとき 

三 専有部分を除く建物の内外に看板、掲示板、広告、宣伝商号文書、図書類、標識等の設置、

貼付け又は記入するとき 

四 多数が集まるパーティーを開催するとき 

五 区分所有者が他人に貸与し入居者が変わるとき 

六 専有部分内の内装工事等を行うとき 

七 補助錠を取付けるとき 

八 窓ガラス等の開口部改良工事を行うとき 

九 防犯カメラの記録映像の閲覧を行うとき 

（禁止事項） 

第６条 秩序の維持向上のため、次に掲げる事項は禁止する。 

一 敷地内通路における駐車又は駐輪すること 

二 敷地内における所定の場所以外に駐車又は駐輪すること 

三 専有部分を、居住並びに定められた用途以外に使用すること 

四 騒音、悪臭を伴う行為、風俗、美観上好ましくない用途、不潔、嫌悪を感じる用途に使用

すること 

五 専有部分の基本構造を変更したり、その外観を変更すること 

六 対象物件の電気、ガス、給排水等の諸施設の許容量及び他の居住者に影響を及ぼす施設、

機械器具等（ディスポーザー等）を新設、付加又は変更すること 

七 玄関ホールをはじめ共用部分において高声高吟をしたり足音を響かせること 

八 住居内においても近隣の迷惑になるような騒音を発する行為をすること 

九 エントランスホール、共用廊下、エレベーター内等で喫煙すること 

十 共用部分の不法占有及び共用部分（共用廊下等）に私物を置くこと 

十一 塵芥及びタバコの吸殻などを所定の場所以外に放棄したり放置すること 

十二 窓等から物を投げ捨てること 

十三 水栓の開放、漏洩、漏水のまま放置すること 

十四 重量物、発火、爆発のおそれがある危険物又は不潔悪臭のある物品、その他、他に迷惑
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をかける物品などの持ち込み及び製造をすること 

十五 バルコニー等にサンルーム、物置、洗濯機等これに類する構築物を構築又は設置するこ

と 

十六 バルコニー等の手すりに布団・洗濯物等を掛けて干すこと 

十七 バルコニー等に既設の物干し器具の高さを超える物干しを設置すること 

十八 ねまき、下着等の姿で、共用廊下・階段を歩くこと 

十九 共用廊下・階段、エレベーターその他の壁面、床、手すり等に落書、疵をつけること 

二十 派遣要員に私的雑用を依頼すること 

二十一 他の居住者に迷惑を及ぼしたり、不快の念を抱かせる行為をすること 

二十二 対象物件の周辺道路に迷惑駐車すること 

二十三 管理組合からの特別な指示がある場合を除いてバルコニー等に空調機の室外機を床

に設置しないで天井・壁面に設置すること 

二十四 身体障害者補助犬法に規定される盲導犬、聴導犬及び介助犬や小鳥及び観賞魚又は常

時、篭・水槽内で飼育できる小型愛玩動物以外のペットの飼育 

二十五 その他、公序良俗に反する行為及び他の居住者に迷惑、危害を及ぼす行為をすること 

（マンションの破損等） 

第７条 区分所有者等は、故意又は過失により、共用部分、エレベーターその他の諸設備を毀損した

ときは賠償の責を負うものとする。 

２ 居住者を訪問した来客が廊下、ホール等共用部分又はその附属物を破損した場合は、その居

住者が賠償の責を負うものとする。 

（意見等） 

第８条 他の居住者への意見、批判等は、管理組合理事会に直接申し出てその決定に従うものとする。 

 

 

附  則 

 

（効力発生） 

第１条 本細則は、対象物件管理規約発効の日から施行する。 

（改廃） 

第２条 本細則の改廃は、総会の決議により行う。 

２ 本細則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。 
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駐車場使用細則 

 

（前文） 

アドバンス大阪城アンジュ（以下「対象物件」という。）に設置される駐車場（以下「本駐車場」

という。）の使用について、対象物件管理規約第１５条、第１９条及び別表第３に基づき、駐車場使用

細則（以下「本細則」という。）を定める。 

 

（駐車場使用契約） 

第１条 本駐車場の使用を希望する対象物件居住者は、管理組合と所定の駐車場契約（別記様式４）

を締結しなければならない。 

（使用の申込及び使用者の決定） 

第２条 本駐車場の使用を希望する対象物件居住者は、理事長に申し込み、理事長は使用場所を指定

する。 

（使用台数） 

第３条 本駐車場の使用台数は１住戸１台までとし、引渡後空駐車場がある場合は、管理組合の定め

る方法にて使用希望者より補充する。ただし、１台目の駐車希望者がある場合は優先的に使用

できるものとし、空駐車場がない場合は、２台目契約車両を解約し、１台目の駐車希望者が使

用できるものとする。 

（用途及び車両制限） 

第４条 本駐車場は、車両の駐車以外の用に供してはならない。また、使用できる車両は、契約区画

内に駐車可能（乗降スペース含む）な車両とする。なお、制限サイズを超える車両を入庫した

ことにより、当該車両が損傷した場合、管理組合は一切の責任を負わないものとする。また、

損傷の修理に関しては、対象物件に係る保険等（管理組合用含む）は一切使用できないため、

当該車両の保険等を使用し、使用者の責任と負担において補修するものとする。 

２ 駐車できる車両は一般乗用車とし、下記収容可能車両に限る。 

タ イ プ 台数 全長(㎜) 全幅(㎜) 全高(㎜) 重量(㎏) 

平面式 ３台 指定区画内に収まるサイズ 

注１） ロングノーズタイプの車や車高の低い車は、車両寸法が収容車種諸元に適合していても形状･各部位の
寸法の違いにより収容出来ない場合があります。 

注２） 改造車は対象外です。 

（使用権の譲渡又は貸与） 

第５条 本駐車場の使用者は、本駐車場使用に関する権利を他に譲渡若しくは、その場所を他に転貸

することはできない。ただし、契約者が区分所有者である場合は、転貸の相手が、区分所有者

と生計を共にする同居人であるとき、又は予め管理組合の書面による承諾を得たときはこの限

りでない。 

（専有部分の譲渡） 

第６条 本駐車場を使用する者が区分所有者の場合、その所有者する専有部分を第三者に譲渡したと
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き、または本駐車場を使用する者が賃借人の場合、その使用する占有部分を退去したときは、

本駐車場使用に関する使用権を失い、使用場所を直ちに管理組合に明け渡さなければならない。 

（使用権の明け渡し） 

第７条 本駐車場の使用者は長期間（３ヶ月）に亘って、使用場所を駐車場として使用しない場合は、

その使用権を失い、無条件で管理組合に明け渡さなければならない。 

（損害賠償） 

第８条 本駐車場の契約者は、使用場所を自己の責任において管理するものとし、車両の破損、盗難、

駐車中の事故、他の車両との事故並びに人身事故等の損害賠償を、管理組合又は管理会社に請

求することはできない。また、事故発生時は速やかに理事長に連絡しなければならない。 

（使用料金の納入） 

第９条 本駐車場の契約者は、別に定める使用料を管理組合の指定する日までに支払うものとし、３ヶ

月以上使用料を支払わないときは、その使用権を失うものとする。 

（保管場所使用承諾証明書の発行） 

第１０条 本駐車場を使用する契約者が、車庫証明申請のため保管場所使用承諾証明書を必要とする

ときは、管理組合理事長宛に申請するものとし、管理組合は当該証明書を発行するものとする。 

（注意及び遵守事項） 

第１１条 本駐車場使用者は、次の各号に掲げる事項を注意及び遵守しなければならない。 

一 車両内に貴重品、その他物品を留置しないこと。また、ドア、トランク等は必ず施錠する

こと 

二 本駐車場内では、禁煙を厳守する他、火気を使用しないこと 

三 発火・爆発性及び引火性の危険物を本駐車場内に持ち込まないこと 

四 本駐車場では、物品の留置等、駐車以外の用途には使用しないこと 

五 警笛を鳴らし又はドアを強く閉める等、騒音を生じる行為をしないこと 

六 本駐車場内の秩序を著しく乱し、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと 

七 集会、消防訓練、施設の保守点検、その他管理組合が必要と認めた場合、管理組合は、本

駐車場の使用者に対して当該部分の供与を求めることができ、この場合、使用者は、協力す

ること 

八 本駐車場内での空吹かしをしないこと 

九 駐車場設備への看板掲示又は、貼札等をしないこと 

十 大雨、台風等により冠水のおそれがある場合には、使用者の責任において速やかに車両を

退避させること 

（管理運営） 

第１２条 理事長は、本駐車場に関する事務手続き及び会計業務を行う。 

（使用料金の改定） 

第１３条 使用料金は、理事会が提案し総会の議決によって変更される場合がある。 
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附  則 

 

（効力発生） 

第１条 本細則は、対象物件管理規約発効の日から施行する。 

（改 廃） 

第２条 本細則の改廃は、総会の決議により行う。 

２ 本細則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。 
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別記様式４（駐車場使用細則第１条関係） 

 

アドバンス大阪城アンジュ 

駐車場使用契約書 

 

アドバンス大阪城アンジュ管理組合（以下「甲」という｡）とアドバンス大阪城アンジュ（以下「対

象物件」という。）     号室           （以下「乙」という｡）とは、対象物件管

理規約第１５条に基づき、甲は次の条項により駐車場使用契約（以下「本契約」という｡）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲はその管理にかかる駐車場    番を乙の自動車駐車を目的として、乙に使用させるも

のとする。なお、使用できる自動車は契約区画内に駐車可能（乗降スペース含む。）な車両と

する。 

（使用権の譲渡、転貸） 

第２条 乙は駐車場使用権を如何なる第三者にも譲渡し、若しくは転貸することはできない。ただし、

転貸の相手が生計を共にする同居人及び三親等以内の血族又は配偶者であるとき、又は賃借人

であるとき、もしくは予め管理組合の書面による承諾を得たときはこの限りでない。 

（使用料） 

第３条 駐車場使用料は１ヶ月金       円也とする。 

２ 乙は当月分使用料を当月指定日までに甲の指定する方法によって甲に支払うものとする。 

ただし、月の途中での契約締結の場合、１ヶ月未満の料金は日割り金額（１ヶ月分の金額を当

該月の暦日数で除し、契約期間開始日を含む月末までの日数を乗じ、１０円未満の端数を四捨

五入したもの）とする。 

３ 将来、物価水準の騰落、又は他の駐車場使用料との比較上、その他の事情により使用料が不

適当となった場合は、第４条の契約期間内であっても甲が管理規約の定めに基づき、これを相

当な額に改定することができるものとする。 

（契約期間） 

第４条 本契約期間は平成  年  月  日から平成  年  月末日までとする。 

２ 本契約期間満了２ヶ月前までに甲・乙いずれからも別段の申し出がないときは、本契約は期

間満了の翌日より、引き続き同一条件をもって１年毎に自動的に更新されるものとする。 

（使用上遵守事項） 

第５条 乙は、駐車場の使用に関し管理規約並びに使用細則の関係条項を遵守するほか、次の各号に

掲げる事項を守らなければならない。 

一 甲の指示及び場内標識に従い、安全に留意すること 
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二 第１条で制限された車両高さより高く積荷した車両を入場させないこと 

三 入庫した車両はサイドブレーキをしっかり掛け、ドアの施錠等をすること 

四 駐車場内で警笛及びエンジン調整、暖機運転等により騒音を発しないこと 

五 駐車場内の施設又は器具等に汚損、毀損を与えたときは、速やかに管理者に連絡し、その

指示を受けること 

六 深夜及び早朝の入出庫においては、居住者に迷惑をかけないこと 

七 駐車場内には車両以外の物を置かないこと 

八 ガソリン揮発油等引火性の高いものその他、発火性の高い危険物等を一切持ち込まないこ

と（ただし、車両燃料タンク内のものは除く。） 

九 煙草の吸殻、塵芥等は所定の場所に捨てること 

十 駐車場内では喫煙しないこと 

十一 出場車優先通行のこと 

十二 駐車場内のスペースが限られるため、慎重に運転操作を行うこと 

十三 定められた位置まで乗り入れること 

十四 駐車場使用に伴う事故については、事故当事者間において責任をもって解決すること 

十五 大雨、台風等により、冠水のおそれがある場合には乙の責任において速やかに車両を退

避させること 

十六 その他、対象物件の居住環境を阻害する行為をしないこと 

（賠償責任） 

第６条 甲は天災地変、盗難、火災、暴動等理由の如何を問わず、乙が蒙った被害に対し賠償の責を

負わないものとする。 

２ 乙又はその関係者が故意若しくは過失により、駐車場又は対象物件諸施設に損害を与えた場

合、乙は遅滞なくその損害全額について賠償しなければならないものとする。 

３ 乙又はその関係者が制限サイズ以上の車両を入庫したことにより、当該車両が損傷した場合、

甲は一切の責任を負わないものとする。また、損傷の修理に関しては、対象物件に係る保険等

（管理組合用含む）は一切使用できないため、当該車両の保険等を使用し、乙の責任と負担に

おいて補修するものとする。 

（契約解除） 

第７条 乙が３ヶ月以上管理費・修繕積立金又は各種使用料の支払を怠った場合、甲は乙に対し、通

知、催告を要せず本契約を解除し得るものとする。 

２ 乙が第４条の契約期間途中に本契約を解約する場合は、甲に対し、１ヶ月前までに書面にて

届け出るものとする。なお、解約月の駐車場使用料の日割精算は行わないものとし、乙は、解

約書面の届出日の翌月末日までの使用料を甲に対し支払うものとする。 

３ 第４条の契約期間中であっても、乙が対象物件の区分所有権を失ったときは、本契約は当然
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に終了するものとする。 

４ 甲は、乙が本契約又は管理規約・使用細則の各条項に違反したとき、若しくは正当な理由な

く甲の指示に従わないときは、本契約を解除することができる。この解除について乙は何らの

異議申し立てもできないものとする。 

（駐車場返還） 

第８条 乙は本契約が終了したときは駐車場を原状に回復の上、速やかに車両を撤去し無条件で返還

しなければならない。なお、乙が駐車場に車両を放置した場合、甲は車両を撤去し、その費用

を乙に請求できるものとする。 

（車両撤去） 

第９条 甲が乙に対し、駐車場の改築等のため、一時車両撤去を申し出たときは、乙は、何ら異議を

申し立てず甲の指示に従うものとする。乙は、車両の一時撤去に伴い費用負担が生じてもこれ

を甲に請求せず、また撤去期間における駐車場使用料の減額を甲に請求しないものとする。 

（管理規約並びに本契約等の遵守） 

第１０条 乙は管理規約、使用細則並びに本契約を遵守しなければならない。 

（規定外事項） 

第１１条 本契約条項の解釈、又はこの契約に定めのない事項について、疑義を生じた場合は、その

都度、甲、乙誠意をもって協議決定する。 

 

以上契約の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

貸 主（甲）  アドバンス大阪城アンジュ管理組合 

                   ㊞ 

 

借 主（乙）   室番号           号室 

                   ㊞ 

 

車両登録番号  

車    名  

所 有 者 名  
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駐輪場使用細則 

 

（前文） 

アドバンス大阪城アンジュ（以下「対象物件」という。）に設置される自転車置場・バイク置場・

ミニバイク置場（以下「本駐輪場」という。）の使用について、対象物件管理規約第１６条、第１９

条及び別表第３に基づき、駐輪場使用細則（以下「本細則」という。）を定める。 

 

（駐輪場の位置並びに車種） 

第１条 本駐輪場の位置は、パンフレット図面に示す区域内とし、他の場所での駐輪は禁止する。た

だし、来客又は外来者の駐輪については、理事長の指示した位置とし、これを遵守させるもの

とする。なお、駐輪車種は一般的な自転車並びに区画内に駐輪可能であること、かつ通路を通

行可能なサイズのバイク及びミニバイクとする。 

（駐輪場への駐輪義務等） 

第２条 区分所有者等は、その保有する自転車等を駐輪場以外の敷地及び共用部分等に駐輪してはな

らない。 

（細則の適用範囲） 

第３条 本駐輪場の使用者は、全てこの細則の適用を受けるものとする。 

（使用者の資格） 

第４条 本駐輪場を使用できる者は、現に対象物件に居住している者とする。 

（管理運営） 

第５条 この細則に基づく本駐輪場の管理運営は、管理組合がこれにあたる。 

（登録） 

第６条 本駐輪場の使用を希望する者は、理事長に所定の「駐輪場使用申込書」（別記様式５）を提

出し、申請手続きを受けなければならない。原則として、自転車、バイク又はミニバイクはそ

れぞれ１住戸１台までとする。ただし、空き区画がある場合は、使用希望者の受付順により補

充する。なお、２台目以上を希望する場合、１台目の希望者に劣後する。 

２ 理事長は、使用申請を受理し許可するときは、使用申込書を受理した後、使用者の車両であ

ることを示すシール及び承認書を交付しなければならない。 

３ 使用申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに理事長に届け出なければならない。 

４ 第２項により発行を受けたシールは、各車両の所定の位置に貼付しなければならない。 

（使用期間） 

第７条 使用期間は１年単位とし、６月１日から翌年の５月末日までとする。 

２ 使用期間の途中から使用を希望する場合は、使用の許可を受けた日から直近の４月末日まで

とする。ただし、期間満了の日までに使用者から解約の意思表示がない場合は、契約を更に１ヶ

年延長するものとし、以後もこれに準ずる。 

（使用料金の納入） 

第８条 本駐輪場の使用者は、別に定める使用料を管理組合の指定する日までに支払うものとし、３ヶ
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月以上使用料を支払わないときは、その使用権を失うものとする。なお、月の途中からの使用

の場合でも使用開始月の使用料金を納入しなければならないものとする。使用料について自転

車は年払い、バイク及びミニバイクは月払いにて管理組合の指定する方法にて支払うものとす

る。また、解約時の日割精算は行わないものとする。 

（使用の中止） 

第９条 本駐輪場の使用者は、使用を中止する場合、理事長に所定の「駐輪場使用中止届」（別記様

式５）を１ヶ月前までに届け出るものとする。なお、解約月の使用料の日割精算行わないもの

とし、中止届の届出日の翌月末日までの使用料を管理組合に支払うものとする。 

（用途以外の使用禁止） 

第１０条 本駐輪場の使用者は、自転車置場は自転車のみ、バイク置場はバイクのみ、ミニバイク置

場はミニバイクのみの置場として使用し、他の用途に使用してはならない。 

（損傷行為の禁止と賠償） 

第１１条 本駐輪場の使用者は敷地内の各施設又は本駐輪場を損傷してはならない。 

２ 本駐輪場の使用者が故意又は過失により、前項の物件を損傷したときは、遅滞なくその損害

全額について賠償しなけらばならないものとする。 

（車両の管理保全義務） 

第１２条 本駐輪場における自転車、バイク及びミニバイクの保管管理については、使用者の責任で

行うものとする。 

２ 本駐輪場の使用中に生じた一切の事故（盗難を含む）については、全て使用者の負担で処理

し、管理組合は使用者に対して損害賠償等の責を一切負わないものとする。 

３ 敷地内では、事故防止の為、エンジンを切り下車して通行するものとする。 

（事故の届出義務） 

第１３条 敷地内で事故を発生させた者は、法律の定める義務の他、理事長に直ちに届け出なければ

ならない。 

（シールの貼付位置） 

第１４条 シールは各車両の後輪カバー等目立つ部分に貼付しなければならない。 

２ シールが破れたり紛失したときは、又は新車を購入したときは、直ちに再発行手続を受けな

ければならない。 

（撤去等） 

第１５条 理事長は敷地内における登録外の車両及び遵守義務違反者の車両について、理事長は、自

ら自転車等及び残置物の移動その他の必要な措置を講じることができる。また、第三者に講じ

させることができる。 

（使用料金の改定） 

第１６条 使用料金は、理事会が提案し総会の議決によって変更される場合がある。 
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附  則 

 

（効力発生） 

第１条 本細則は、対象物件管理規約発効の日から施行する。 

（改廃） 

第２条 本細則の改廃は、総会の決議により行う。 

２ 本細則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。 
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別記様式５（駐輪場使用細則第５条関係） 

 

駐輪場使用申込書 
平成   年   月   日 

アドバンス大阪城アンジュ 

管 理 組 合 理 事 長  殿 

（申込者） 

アドバンス大阪城アンジュ     号室 

 

                  ㊞ 

 

私は、管理規約第３３条及び駐輪場使用細則第５条の規定により以下の通り申込いたします。 

 

１. 使用開始日    平成   年   月   日 

２. 使用台数    〈自転車〉    台・〈バイク〉    台・〈ミニバイク〉    台 

３. 使用区画    〈自転車〉    番・〈バイク〉    番・〈ミニバイク〉    番 

４. 使用料金(月額) 〈自転車〉    円・〈バイク〉    円・〈ミニバイク〉    円 

 
○印 

 
切り取り 

 
○印 

 

    
 

駐輪場使用承認書 
平成   年   月   日 

 

アドバンス大阪城アンジュ    号室 

 

             様 

アドバンス大阪城アンジュ管理組合理事長 ○印 

 

 

駐輪場の使用について、以下の通り承認いたします。 

 

１. 使用開始日    平成   年   月   日 

２. 使用台数    〈自転車〉    台・〈バイク〉    台・〈ミニバイク〉    台 

３. 使用区画    〈自転車〉    番・〈バイク〉    番・〈ミニバイク〉    番 

４. 使用料金(月額) 〈自転車〉    円・〈バイク〉    円・〈ミニバイク〉    円 

 

※ 本書記載の個人情報に関しては、次に定める場合の他、規約及び使用細則の定めに基づく管理組

合運営のために必要な場合に限り使用いたします。 

１． 公的捜査機関の捜査要請により通知する場合 

２． 管理委託契約の通知義務に基づき委託管理会社に通知する場合 
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別記様式５ 

 

駐輪場使用中止届 
 

平成   年   月   日 

アドバンス大阪城アンジュ 

管 理 組 合 理 事 長  殿 

（申込者） 

アドバンス大阪城アンジュ     号室 

 

                  ㊞ 

 

私は、管理規約第３３条及び駐輪場使用細則第５条の規定により以下の通り使用中止を届出い

たします。尚、駐輪場使用細則第７条の規定により、残存期間の使用料をお支払いいたします。 

 

１. 使用中止日    平成   年   月   日 

 

２. 使用区画    〈自転車〉    番・〈バイク〉    番・〈ミニバイク〉    番 

 
切り取らない 

 

  
 

駐輪場使用変更申請書 

 

平成   年   月   日 

アドバンス大阪城アンジュ 

管 理 組 合 理 事 長  殿 

（申込者） 

アドバンス大阪城アンジュ     号室 

 

                  ㊞ 

 

私は、使用中のアドバンス大阪城アンジュの駐輪場についての変更を、以下の通り申請いたし

ます。 

 

１. 変更内容    車両の変更（シールの再発行） ・ シールの再発行のみ 

    （○で囲む） 

 

２. 申請理由    シールの破損、汚損  ・ その他（              ） 

  （シールの再発行のみの場合記入、○で囲む） 

 

３. 使用区画    〈自転車〉    番・〈バイク〉    番・〈ミニバイク〉    番 

 

※ 本書記載の個人情報に関しては、次に定める場合の他、規約及び使用細則の定めに基づく管理組

合運営のために必要な場合に限り使用いたします。 

１． 公的捜査機関の捜査要請により通知する場合 

２． 管理委託契約の通知義務に基づき委託管理会社に通知する場合 
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開口部改良工事実施細則 

 

（目的） 

第１条 アドバンス大阪城アンジュ管理組合（以下「管理組合」という。）は、アドバンス大阪城ア

ンジュ（以下「対象物件」という。）管理規約第１９条及び第２３条に基づき、建物の共用部

分のうち、防犯、防音、防露、断熱又は耐震等の住宅の性能向上等のために、各住戸の窓枠、

窓ガラス、玄関扉その他の開口部の改良工事（以下「開口部改良工事」という。）を、区分所

有者が実施する場合における必要な事項を定める。 

（開口部改良工事の実施条件） 

第２条 開口部は共用部分であるために、開口部改良工事は、管理組合が計画修繕等として実施する

ことが原則であるが、管理組合が速やかに実施できない場合においては、各区分所有者は、こ

の細則に従い、自己の責任と負担において開口部改良工事を実施することができる。 

２ 区分所有者が前項により開口部改良工事を実施した後に管理組合が同一又は類似の工事を実

施した場合において、当該区分所有者は、一切異議の申立又は補償請求、管理費等の減免請求、

管理組合による費用負担の請求等を行うことはできない。 

３ 開口部改良工事実施後の当該開口部の管理（維持、修繕、取替え、清掃等）は、管理規約及

びこの細則に従い、区分所有者の責任と負担において行わなければならない。 

４ 管理組合が計画修繕等を行う場合において、開口部改良工事を実施した部位が支障になると

管理組合が認めたときは、当該区分所有者の責任と負担において原状回復をしなければならな

い。 

５ 第３項及び第４項の規定にかかわらず、開口部の管理又は原状回復の取扱いについては、総

会において別段の定めをすることができる。 

（誓約書の提出及び効力） 

第３条 開口部改良工事を行おうとする区分所有者は、前条第２項から第４項までに定める条件を遵

守する旨の誓約書（別記様式６）を理事長に提出し、誓約事項を遵守しなければならない。 

２ 前項の誓約事項は、当該区分所有者の包括承継人及び特定承継人もその義務を承継するもの

とする。 

（工事の承認等） 

第４条 区分所有者は、開口部改良工事を行おうとするときは、工事着工の１ヶ月前までに、設計図、

仕様書及び工程表を添付した所定の申請書（別記様式６）に必要事項を記入の上、管理組合理

事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による申請につき、承認しようとするとき、又は不承認としようとす

るときは、理事会の決議を経て、申請を受付けた日より１ヶ月以内に申請者に結果を通知しな

ければならない。 

３ 理事長は、開口部改良工事が次の各号に該当する場合は、承認を行ってはならない。 

一 主要構造部（建物の構造上重要な壁、柱、床、梁、屋根又は階段をいう。）又は他の住戸

に悪影響を与える場合 
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二 建築基準法、消防法等法令に違反する場合 

三 防犯、防音、防露、断熱又は耐震等の住宅の性能向上等にほとんど資することがない場合 

四 建物及び他住戸と調和を乱す形状、色彩、材質となる場合 

五 承認申請者について、第３条に関して不適切と判断した場合 

４ 理事長は、前項の審議を行うにあたっては、必要に応じて、管理組合の責任と負担において、

外部の専門的知識を有する者の助言を求めることができる。 

５ 区分所有者は、第２項による承認を受けないで開口部の工事を行ってはならない。 

（工事の実施） 

第５条 区分所有者は、前条第２項による承認通知を受けた場合、その承認の範囲内において開口部

改良工事を行うことができる。 

２ 区分所有者は、開口部改良工事に着手する前に、管理組合所定の掲示板に工事を実施する旨

と工事内容、工事期間、工事業者名、連絡先等を記載した書面を掲示して、居住者に周知しな

ければならない。 

３ 理事長又はその委任を受けた者は、必要があるときには、区分所有者又は占有者に対して、

開口部改良工事現場への立ち入りを請求することができる。この場合において、区分所有者又

は占有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 

４ 区分所有者は、開口部改良工事が完了した場合は、速やかに、書面にて理事長に届け出なけ

ればならない。 

（工事中の遵守事項） 

第６条 区分所有者は、開口部改良工事の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

一 工事期間、作業休日、作業時間、工事内容等について、承認を受けた条件を遵守すること 

二 承認を受けた工事条件に変更を生じる場合は、予め理事長にその旨を報告し、軽微な変更

を除き、理事長の指示に従い改めて承認を受けること 

三 工事に伴う騒音、塵埃等により、他の居住者に迷惑を掛けることのないように、最大限配

慮すること 

四 作業員のマナー維持（服装、喫煙、挨拶、言動、駐車等）には十分に注意すること 

五 敷地及び共用部分には、機材、残材等を放置することのないように整理・整頓に努めるこ

と 

六 工事の残材や廃棄物の処分は、施工者及び施工業者の責任において処理すること 

七 機材、残材等の運搬にあたっては、居住者の迷惑とならないように配慮するとともに、建

物等の毀損・汚損に注意すること 

八 工事に関し苦情・要望等が発生した場合は、誠意をもって対応すること 

（区分所有者以外の者による工事の禁止） 

第７条 区分所有者は、開口部改良工事を区分所有者以外の者（占有者を含む。）が行うことは認め

てはならない。 

２ 区分所有者は、自己が所有する専有部分について、前項の区分所有者以外の者がこの細則に
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違反する行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 

（違反者に対する措置） 

第８条 区分所有者が開口部改良工事に関して、管理規約又はこの細則に違反した場合には、理事長

は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 

一 当該区分所有者に対して行為の是正、差止め又は原状回復を指示すること 

二 区分所有者が前号の指示に従わない場合は、承認を取り消すこと 

三 区分所有者が前各号の指示に従わない場合は、差止め又は原状回復のため必要な措置の請

求に関して、管理組合を代表して訴訟その他の法的措置を講ずること 

２ 前項第三号の訴えをする場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用

及び差止め等のための諸費用を請求することができる。 

（工事実施細目） 

第９条 開口部改良工事の実施上の細目については、理事長が理事会の承認を経て定めることができ

る。 

 

 

附  則 

 

（効力発生） 

第１条 本細則は、対象物件管理規約発効の日から施行する。 

（改廃） 

第２条 本細則の改廃は、総会の決議により行う。 

２ 本細則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。 
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別記様式６（開口部改良工事実施細則第３条、第４条関係） 

開口部改良工事実施申請書 

平成  年  月  日  

 アドバンス大阪城アンジュ 

 管 理 組 合 理 事 長  殿 

 アドバンス大阪城アンジュ    号室 

 氏 名            ㊞ 

 
 私は、下記により、私の責任と負担において開口部の改良工事を、管理規約第３３条及び開口
部改良工事実施細則第３条第１項及び第４条第１項の規定に基づき申請します。 

 
記 

 

１．対象住戸            号室 

２．工事内容                                

３．工事期間   平成   年   月   日 から 平成   年   月   日まで 

４．工事時間帯  午前・午後    時   分 から 午前・午後    時   分まで 

５．作業休日   日曜日及び祝日 

６．施工業者名                                     

７．添付書類   □設計図   □仕様書   □工程表 

         □その他（             ） 

         □「開口部改良工事実施に伴う誓約書」 

開口部改良工事実施に伴う誓約書 

平成  年  月  日 

 アドバンス大阪城アンジュ 

 管 理 組 合 理 事 長  殿 

 アドバンス大阪城アンジュ    号室 

 氏 名            ㊞ 

 
 私は、このたび申請しました開口部改良工事実施をご承認頂きました場合は、開口部改良工事
実施細則第３条第１項及び第４条第１項の規定に基づき、下記の事項を遵守することを誓約致し
ます。 
 

記 
 
１ 私が開口部改良工事を実施した後に、管理組合が同一又は類似の工事を実施した場合において
も、私は、そのことに関して、一切、異議の申立又は補償請求、管理費等の減免請求、費用の管
理組合負担の請求等はいたしません。 

２ 開口部改良工事実施後の当該開口部の管理（維持、修繕、取替え、清掃等）は、管理規約及び開
口部改良工事実施細則に従い、私の責任と負担において行います。 

３ 管理組合が計画修繕等を行う場合において、私が開口部改良工事を実施した部位が支障となると
管理組合が認めた場合は、私の責任と負担において原状回復を行い、管理組合には、異議申立及
び補償請求、管理費等の減免請求、費用の管理組合負担の請求等は一切いたしません。 

４ この誓約事項は、私の専有部分の承継人にも承継させます。 
以 上   
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宅配ボックス使用細則 

 

（前文） 

アドバンス大阪城アンジュ（以下「対象物件」という。）に設置される宅配ボックス（以下「本ボッ

クス」という。）の使用について、対象物件管理規約第１９条に基づき、宅配ボックス使用細則（以

下「本細則」という。）を定める。 

 

（使用の原則） 

第１条 本ボックスは、居住者の不在時に、各種宅配小荷物を居住者に代わって受け取り、一時保管

するためのものであるため、居住者の在宅時には使用できないものとする。 

２ 本ボックスを使用する場合は、取扱説明書等を熟読し、記載事項を遵守して使用するものと

する。 

３ 本ボックスの使用可能時間は、預け入れ及び取り出しと共に終日とする。ただし、点検等に

より一時使用できない場合がある。 

（使用の拒否） 

第２条 本ボックスの使用目的がいずれかに該当する場合は、管理組合はその使用を認めないものと

する。 

一 公序良俗を乱すおそれがある場合 

二 営利活動を目的とする場合 

三 居住者等以外が使用する場合 

四 管理運営上、支障をきたすおそれがある場合及び前各号に準ずるものと管理組合が認めた

場合 

２ 前項の場合、管理組合は本ボックスを使用中であっても、この使用を中止させることができ

る。 

（承認事項） 

第３条 本ボックスは、宅配物が集中したときは使用できない場合があることを承認するものとする。 

２ 居住者が長期間留守にする場合は、事前に理事長に届け出るものとする。 

（保管の制限） 

第４条 次の各号に掲げる物品は、本ボックスに保管してはならない。 

一 寸法が本ボックス内寸を超えるもの 

二 動物等の生き物 

三 劇薬及び悪臭を発するもの。発火、引火、爆発等のおそれのある危険物 

四 現金及び株券等有価証券類、宝石、貴金属類 

五 犯罪の用に供されるおそれのあるもの 

六 生鮮食品、その他腐敗しやすいもの 

七 封書・葉書類 

八 販売サンプル等、受取人の特定できないもの 
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九 本ボックスを汚損又は破損するおそれがあるもの 

十 その他保管に適さないと認められるもの 

（保管期限） 

第５条 保管期限は、保管開始の日から３日間とする。 

（保管物の処置） 

第６条 次に掲げる場合には、対象物件の理事長又は管理受託者（以下「理事長等」という。）は、

本ボックスを開扉の上、保管物の開梱、廃棄など適当な措置をとることができる。 

一 保管物が第２条又は第４条の各号に該当する疑いのあるとき 

二 保管期限が経過したにもかかわらず、保管物の引き取りがないとき 

２ 前項の場合、居住者は該当処置について理事長等に対して損害賠償の請求、その他の異議を

申し立てることはできないものとする。 

（清掃のための開扉） 

第７条 理事長等は、定期的に本ボックスを開扉の上、清掃・点検を行うことができる。 

（破損等による損害賠償） 

第８条 居住者が故意又は過失により本ボックスを破損した場合には、当該居住者がその損害を賠償

する責を負うものとする。 

（免責事項） 

第９条 管理組合及び理事長等は、宅配物の代理受領及び本ボックスの管理方法について、故意又は

重大な過失がない限り、居住者等に対しその損害について負担しないものとする。 

 

 

附  則 

 

（効力発生） 

第１条 本細則は、対象物件管理規約発効の日から施行する。 

（改廃） 

第２条 本細則の改廃は、総会の決議により行う。 

２ 本細則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。 
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防犯カメラ運用細則 

 

（前文） 

アドバンス大阪城アンジュ（以下「対象物件」という。）に設置される防犯カメラ（以下「防犯カ

メラ」という。）の管理、運用について、対象物件管理規約第１９条に基づき、防犯カメラ運用細則

（以下「本細則」という。）を定める。 

 

（目的） 

第１条 防犯カメラは、組合員、居住者の防犯、犯罪の予防及び管理組合の財産の維持保全に資する

ことを目的として設置し、運用、管理にあたってはプライバシーに十分配慮するものとする。 

（閲覧） 

第２条 防犯カメラ映像の閲覧希望者は、次の各号の何れかに該当する場合、所定の申請書及び誓約

書（別記様式７）に必要事項を記入の上、管理組合理事長に提出し、理事会の決議を経て、防

犯カメラの記録映像を閲覧することができるものとする。ただし、理事会の決議を経る時間的

余裕がないときは、理事長の判断により閲覧することができるものとする。この場合理事長は、

事後速やかに理事会に報告しなければならない。なお、閲覧の際は、誓約事項を遵守するもの

とする。 

一 犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合 

二 前号の行為の予防保全措置を講じる必要性が極めて高いと認められる場合 

三 警察及び公的機関から要請があった場合 

四 理事会が必要と認めた場合 

（立会い） 

第３条 管理組合は、防犯カメラの記録映像を閲覧しようとする場合は、事件又は事故関係者、複数

の理事、警察官（要請があった場合に限る。）に、立会いをさせなければならない。 

２ 前項の立会者は、映像内容及び関連情報について、守秘義務を負うものとする。 

（貸与） 

第４条 管理組合は、警察及び公的機関から記録映像の貸与を求められた場合は、理事会の決議を経

なければならない。 

２ 前項の場合において、管理組合は、貸与の相手方に対し、記録映像の利用目的、貸与期間、

第三者利用の制限、返却方法等を書面に記載して提出するよう求めるものとする。 

（保存、取扱い） 

第５条 管理組合は、記録映像を７日間保存するものとし、この期間が経過したときは、消去するも

のとする。ただし、特に必要な場合は、この限りではない。 

（保守） 

第６条 管理組合は、防犯カメラの機器、記録映像を適正に管理するものとする。 

２ 管理組合は、前項の業務を第三者に委託する場合は、適切な管理が確保される旨を書面で定

めるものとする。 
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３ 管理組合又は管理会社は、防犯カメラの機器が故障や事故によって、監視や録画等がされて

いない場合でも責任を負わないものとする。 

（使用細則の効力及び遵守義務） 

第７条 本細則は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 

２ 占有者は、組合員が本細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に

対しても本細則に定める事項を遵守させなければならない。 

 

 

附  則 

 

（効力発生） 

第１条 本細則は、対象物件管理規約発効の日から施行する。 

（改廃） 

第２条 本細則の改廃は、総会の決議により行う。 

２ 本細則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。 
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別記様式７（防犯カメラ運用細則第２条関係） 

防犯カメラ映像閲覧申請書 

平成   年   月   日 

アドバンス大阪城アンジュ 

管 理 組 合 理 事 長  殿 

（申請者） 

アドバンス大阪城アンジュ     号室 

                  ㊞ 

 

私は、アドバンス大阪城アンジュの防犯カメラに録画された映像を閲覧したいので、管理規

約第３３条及び防犯カメラ運用細則第２条の規定により以下の通り申請いたします。 

１． 閲覧希望日時  平成   年   月   日   時 ～  

２． 閲覧希望映像 〈日時〉平成   年   月   日   時～   月   日   時 

〈場所〉                           の映像 

３． 閲 覧 目 的                                    

                                           

４． 閲 覧 者 〈氏名〉            〈連絡先〉(    )    －    

〈氏名〉            〈連絡先〉(    )    －   

〈氏名〉            〈連絡先〉(    )    －   

 
切り取らない 

 

  
 

閲覧に際しての誓約書 

平成   年   月   日 

アドバンス大阪城アンジュ 

管 理 組 合 理 事 長  殿 

（誓約者） 

アドバンス大阪城アンジュ     号室 

                  ㊞ 

 

私が閲覧した防犯カメラ映像の内容については、その内容を他に口外せず、その秘密を厳守

することを、閲覧同伴者一同誓約いたします。 

※ 本書記載の個人情報に関しては、次に定める場合の他、規約及び使用細則の定めに基づく管理組合

運営のために必要な場合に限り使用いたします。 

１． 公的捜査機関の捜査要請により通知する場合 

２． 管理委託契約の通知義務に基づき委託管理会社に通知する場合  



第 1 条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、

　乙に委託し、乙はこれを受託する。

 （本マンションの表示及び管理対象部分）

第 2 条

　　　面　積 ㎡

　　　権利形態

㎡

㎡

　五　管理対象部分

　　イ

　　ロ

ハ 専有部分に属さない建物の附属物

　　ニ 規約共用部分

ホ 附属施設

エントランスホール、風除室、エレベーターホール、管理室、ＳＰ　ポンプ室、

屋外避難階段、共用廊下、メールコーナー、バルコニー、パイプスペース（Ｐ

Ｓ）・メーターボックス（ＭＢ）、キャノピー、吹抜、屋根、基礎、外壁、建物

躯体（構造柱・構造壁・梁・スラブ等）、その他基礎的構造部分、構造部分等。

専有部分に属さない建物の部分（規約共用部分を除く。）

　　　構造等 鉄筋コンクリート造　　地上14階建　　共同住宅

　　　建築面積 176.00

傾斜ラック式自転車置場（２６台）、スライドラック式自転車置場（１８台）、平

面式自転車置場（１台）、ごみ置場。

 （総　　則）

本マンションの表示及び管理事務（本マンションの管理に関する業務のうち、

　甲が乙に委託する業務をいう。以下同じ。）の対象となる部分は、次のとおりである。

大阪市中央区材木町1番19（住居表示）

　三　敷　地

　一　名　称　

物干金物、玄関扉（錠及び内部塗装部分を除く）・扉枠、外気に面する窓ガラ

ス・窓枠、機械設備、ガス設備、電気設備、メールボックス、宅配ボックス、防

犯設備、消火・防災設備、受信受像通信設備、テレビ共同視聴設備、インター

ネット設備、インターホン設備、エレベーター設備、給水ポンプ、消火補給水

槽、避難設備、避雷針、電話配管・配線（専有部分の設備を除く）等。

アプローチ、植栽、受変電設備、平面式駐車場（３台）、バイク置場（２台）、

ミニバイク置場（５台）。

　　　延床面積 2,067.69

　　　専有部分 住戸 64戸

敷地

管理委託契約書（案）

　アドバンス大阪城アンジュ管理組合（以下「甲」という。）と受託者グローバルコミュ

ニティ株式会社及び株式会社アドバンス・マネジメント（以下「乙」という。）とは、ア

ドバンス大阪城アンジュ(以下「本マンション」という。）の管理に関し、次のとおり管理

委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

369.69

区分所有者の共有持分割合による敷地利用権（所有権）

　四　建　物

アドバンス大阪城アンジュ

　二　所在地
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 （管理事務の内容及び実施方法）

第 3 条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第１から第３に定めるところによ

　り実施する。

一 事務管理業務

二

三

 （第三者への再委託）

第 4 条 乙は、前条第一号の管理事務の一部又は同条第二号から第三号の管理事務の

　全部又は一部を、第三者に再委託することができる。

２　乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再

　委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。

 （善管注意義務）

第 5 条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。

 （要員の派遣）

第 6 条 乙は、第3条の管理事務を円滑に行うために必要な要員を本マンションに派

　遣するものとする。

 （管理事務に要する費用の負担及び支払方法）

第 7 条 甲は、管理事務として乙に委託する事務（別表第１から別表第３までに定め

　る事務）のため、乙に委託業務費を支払うものとする。

２　甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用（

　以下「定額委託業務費」という。）を乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。

　一　定額委託業務費の額

　　　合計月額 金 226,800円（本体価格金 210,000円、消費税額等金 16,800円）

　　　消費税額及び地方消費税額（以下、本契約において「消費税額等」という。）

　　　内訳は別紙1のとおりとする。

　二　支払期日及び支払方法

　　　当月分を、当月20日以降の管理業者の指定日に、自動振替にて支払う。
　　　ただし、乙は領収書の発行を行わないものとする。

　三　日割計算

　　　期間が1ヶ月に満たない場合は、当該月の暦日数にて日割計算を行う。（1円未満

　　　は四捨五入とする。）

３　甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水

　道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

４　甲及び乙は、管理事務の内容に変更が生じた場合、又一般経済情勢及び諸物価の変

　動が生じた場合には、協議の上、定額委託業務費を改定することができる。

 （管理室等の使用）

第 8 条 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理室、器具、備品等（次

　項において「管理室等」という。）を無償で使用させるものとする。

２　乙の管理室等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。

　一　水道光熱費 甲の負担とする。

　二　電話料 甲の負担とする。

　三　器具・備品等の修繕費 甲の負担とする。

　四　消耗品費 甲の負担とする。

　（別表第１に掲げる業務）

清掃管理業務 　（別表第２に掲げる業務）

建物・設備管理業務 　（別表第３に掲げる業務）
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 （緊急時の業務）

第 9 条 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由

　により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕

　がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合にお

　いては、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用

　の額を甲に通知しなければならない。

　一　地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等　　

　二　乙の責めによらない火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、

　　　犯罪等

２　甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やか

　に、乙に支払わなければならない。

 （管理事務の報告等）

第 10条

　事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者

　をして、報告をさせなければならない。

２　乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面

　を交付しなければならない。

３　乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況につ

　いて報告を行わなければならない。

４　前３項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支

　に係る関係書類の提示を求めることができる。

 （管理費等滞納者に対する督促）

第 11条 乙は、第3条第一号の管理事務のうち、出納業務を行う場合において、甲の

　組合員に対し別表第１－1（2）②の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないと

　きは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。

２　前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方

　法について協議するものとする。

 （有害行為の中止要求）

第 12条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有

　部分の占有者（以下「組合員等」という。）に対し、甲に代わって、次の各号に掲げ

　る行為の中止を求めることができる。

  一　法令、管理規約又は使用細則に違反する行為

  二　建物の保存に有害な行為

  三　所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられ

　　　る違法若しくは著しく不当な行為

　四　管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為

　五　組合員の共同の利益に反する行為

　六　前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

２　乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しな

　いときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものと 　

　する。

 （通知義務）

第 13条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合

　においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。

乙は、甲の事業年度終了後2ヶ月以内に、甲に対し、当該年度における管理
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２　甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方

　に通知しなければならない。

　一　甲の役員又は組合員が変更したとき

　二　甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき

　三　乙が商号又は住所を変更したとき

　四　乙が合併又は会社分割したとき　

　五　乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149号）

　　　の規定に基づき処分を受けたとき

　六　乙が第19条第２項第一号及び第二号に掲げる事項に該当したとき

 （専有部分等への立入り）

第 14条 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、甲の組合員等に対して、その

　専有部分又は専用使用部分（以下「専有部分等」という。）への立入りを請求するこ

　とができる。

２　前項の場合において、乙は、甲の組合員等がその専有部分等への立入りを拒否した

　ときは、その旨を甲に通知しなければならない。

３　第１項の規定にかかわらず、乙は、第9条第１項各号に掲げる災害又は事故等の事

　由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができ

　る。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対

　し、事後速やかに、報告をしなければならない。

４　前項の場合において、災害、事故等の拡大防止又は解決のため緊急を要するとき、

　乙が玄関扉、窓ガラス、隔壁板、フェンス等を破壊し、専有部分等に立ち入った場合

　の甲及び甲の組合員等の損害については、乙はその賠償責任を負わないものとする。

 （管理規約の提供等）

第 15条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部

　分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に

　掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、

　管理規約の写しを提供し、また各号に掲げる事項を書面をもって開示するものとする。

　一　当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納額があるとき　

　　　はその金額

　二　甲の修繕積立金積立総額並びに管理費及び修繕積立金等に滞納があるときは、そ

　　　の金額

　三　本マンション（専有部分を除く。）の修繕の実施状況

　四　本マンションの石綿使用調査結果の記録の有無とその内容

　五　本マンションの耐震診断の記録の有無とその内容

２　前項の場合において、乙は、当該組合員が管理費及び修繕積立金等を滞納している

　ときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置

　を求めることができるものとする。

 （乙の使用者責任）

第 16条 乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員等に損害を

　及ぼしたときは、甲又は甲の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　前項にかかわらず、乙が第6条に基づき派遣する要員の業務には、甲の代表者名義

　の預金通帳等の保管業務を含まず、派遣要員はこの保管権限を有しないものとする。

３　前項に定める要員の無権代理行為に関し、甲又は甲の組合員等が被った損害につい

　ては、乙は一切責任を負わないものとする。
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 （守秘義務）

第 17条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び

　甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同

  様とする。

２　乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めな

　ければならない。

 （免責事項）

第 18条 乙は、甲又は甲の組合員等が、第9条第１項各号に掲げる災害又は事故等に

　よる損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わ

　ないものとする。

　一　乙が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理　

　　　対象部分の異常又は故障による損害

　二　乙が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起

　　　因する損害

　三　前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害

 （契約の解除）

第 19条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、

　相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しな

　いときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対

　し、損害賠償を請求することができる。

２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。

　一　乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立て　

　　　をしたとき、又は乙が破産、会社更生、民事再生の申立てを受けたとき

　二　乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき

　三　乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき

 （解約の申入れ）

第 20条

　月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

 （契約の有効期間）

第 21条 本契約の有効期間は専有部分の鍵渡しの最初の日より、本マンションの当該

　建設工事完了の日から1年以内までとする。

 （契約の更新）

第 22条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する

　日の3ヶ月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨申し出るものとする。

２　本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日まで

　に更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条

　件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

 （法令改正に伴う契約の変更）

第 23条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更

　する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。ただし、消費

　税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費の

　うちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。

前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも３ヶ
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 （誠実義務等）

第 24条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行

　わなければならない。

２　本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び

　乙は、誠意をもって協議するものとする。

 （合意管轄裁判所）

第 25条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マン

　ションの所在地を管轄する地方（簡易）裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。

 （特約事項）

第 26条 乙は、次の各号に掲げる内容にて、24時間無人設備監視及び緊急電話受付（

　以下「設備監視」という。）を甲に提供する。

　一　提供業務

 　　　り受信した場合は、甲に対して次の業務を提供する。

イ 共用設備機器の故障及び異常発生を受信した場合は、技術員又は関係係員を

本マンションに派遣する。又、必要と認めた時は、甲の組合員等又は管理組

合役員等に連絡し、応急処置等の依頼及びその指導を行う。

ロ 消防設備の作動についての通報を受信した場合は、甲の組合員等又は管理組

合役員等が、状況の確認を行う。火災発生時の初動措置（初期消火、関係者

への通報連絡及び避難誘導等）については、本マンションの使用細則又は消

防計画に基づき、甲又は甲の組合員等が行うものとする。

　二　提供期間

イ 前項の業務に必要な設備監視業務の提供期間は、専有部分の引渡日から5年

年間とし、その後は、第22条の例による。

ロ 専有部分の引渡日から5年間の期間中に甲が中途解約する時には、甲は、乙

に対して、専有部分の引渡日から5年を経過する日までの残存月額に月額費

用を乗じた金額を解約金として一括で支払うものとする。

ハ 本マンションに設置する設備監視業務の監視端末装置は、乙の貸与設備とし、

それにかかわる費用（修繕費等）については、乙の負担とする。

ニ 前号の場合、又本契約終了の場合、乙は設備監視業務の機器の撤去跡等につ

いて修復の責任がないものとする。

　三　提供業務等の変更

及ぼす設備の改造、修理、機能変更、取替等を行う場合は、1ヶ月前までに乙

に通知し、管理要領等について協議を行うものとする。なお、甲の任意の施工

によって提供業務に支障が生じた場合、又、その他事故が発生した場合は乙は

その責めを負わないものとする。

乙は、別表第３に定める共用設備機器の故障及び異常の通報を電話回線によ

甲は、提供期間中において、本マンションの増改築並びに設備監視に影響を
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　本契約の成立の証として本契約書1通を作成し、甲及び乙が記名押印した上、甲は原

本を、乙はその写し（複写機によるコピー）を保有するものとする。

平成　　年　　月　　日

甲 

アドバンス大阪城アンジュ管理組合

印

乙

印

乙

印

管理業務主任者 登録番号 第 号

氏　　名 印

管理業務主任者 登録番号 第 号

氏　　名 印

大阪市中央区南船場2丁目7番26号

グローバルコミュニティ 株式会社

理事長

大 阪 市 中 央 区 材 木 町 1 番 19

大阪市北区堂島浜1丁目4番19号

株式会社 アドバンス・マネジメント

マンション管理
大 阪 本 部 長
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別紙１

1.

2.

① （ ）

② （ ）

3.

① （ ）

② （ ）

③ ブースターポンプ保守点検 （ ）

④ 消防設備法定点検 （ ）

⑤ （ ）

13,000

小 　　　 　　　　　計 210,000

消　 費　 税　 額　 等 16,800

合　計（消費税額等込） \226,800

エレベーター保守点検 20,000

3,500

設備監視 17,000

定期清掃 11,000

建 物 ・ 設 備 管 理 業 務 費 57,600

建物・設備点検 4,100

清 掃 管 理 業 務 費 82,000

日常清掃 71,000

アドバンス大阪城アンジュ

【定額委託業務費月額内訳】
（単位：円）

科　　　　　　　　目 金　　　額

事 務 管 理 業 務 費 70,400
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1 基幹事務
(1)

①

②

③

(2)

① 一

二

三

四 毎月、甲の組合員の管理費等の収納状況を甲に報告する。
五 管理費等の請求書及び領収書の発行は行わないものとする。
六

ロ　保証契約の名称

ハ　保証契約の内容

　　ａ　保証契約の額及び範囲

　　ｂ　保証契約の期間

　　ｃ　更新に関する事項

出納（保証契約を締結して
甲の収納口座と甲の保管口
座を設ける場合）

甲の組合員から毎月又はそれ以外で定期的に収納す
る管理費等の1ヶ分相当額を限度とし、管理費等又は
委託業務費の返還債務につき保証

平成25年10月1日から平成26年9月30日

乙が保証機構に対し、上記bの契約期間が満了する前
までに更新のための管理費等保証委託契約申込書を
提出したうえで、新たな保証委託契約について保証
機構の承認を得る
なお、上記承認を得た後、速やかに新たな保証委託
契約を締結した保証委託契約受諾証明書を甲へ提出

別表第１　事務管理業務

管理組合の会計の収入及び
支出の調定

収支予算案の素案の
作成

甲の事業年度開始前までに、甲の会計区分に基づき、甲の次年度
の収支予算案の素案を作成し、甲に提出する。

収支決算案の素案の
作成

乙は、以下の保証契約を締結する。

甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しく
は組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の1ヶ
月当たりの管理費等の負担額の一覧表（以下「組合員別管理
費等負担額一覧表」という。）を作成する。

甲の組合員が甲に納入
する管理費、修繕積立
金、専用使用料その他
の金銭（以下「管理費
等」という。）の収納

甲の事業年度終了後2ヶ月以内に、甲の会計区分に基づき、甲の前
年度の収支決算案（収支報告書及び貸借対照表。以下同じ。）の
素案を作成し、甲に提出する。

組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める
預金口座振替日の7営業日前までに、預金口座振替請求金額通
知書を、甲が契約するＳＭＢＣファイナンスサービス㈱に提
出する。

甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第63条に定め
る預金口座振替の方法によるものとし、当月6日（当該日が金
融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。）に、甲の組
合員の口座から甲の契約する集金代行会社の口座に振り替
え、収納日の6営業日後に集金代行会社から甲の収納口座に収
納し、毎月の管理事務に要した費用を控除した残額を翌月末
日までに、甲の保管口座に移し換える。
なお、当月分として振り替えた修繕積立金は当月末日までに
甲の保管口座に移し換える。

収納口座　　　　 銀行　　　　 支店
保管口座　　　　 銀行　　　　 支店

　　一般社団法人 マンション管理業協会保証機構
イ　保証する第三者の名称

収支状況の報告 乙は、毎月末日までに、前月における甲の会計収支状況に関する
書面の交付を行うほか、甲の請求があったときは、甲の会計収支
状況に関する報告書を作成し、甲に提出する。また、甲の求めに
応じて、電磁的方法により同報告書を提出することが出来る。
なお、甲は、必要があるときは、同報告書についての説明を乙に
求めることができる。

　　管理費等保証委託契約

　　甲の組合員から収納する管理費等の1ヶ月分相当額を保証

イの支払一任方式
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　　ｄ　解除に関する事項

　　ｅ　免責に関する事項

　　ｆ　保証額の支払に関する事項
別添管理費等保証委託契約約款第13条及び第16条の

② 一
二

三

③ 一

イ　収納口座
通帳…乙
印鑑…乙
エレクトロニックバンキングのパスワード…乙
ロ　保管口座
通帳…乙
印鑑…甲

二

三

④ 一

二

⑤ 一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。
二

(3) 一

二

三

甲の経費の支払い 乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認の下に
甲の収納口座から、又は甲の承認を得て甲の保管口座から支
払う。
なお、支払方法に関し、収納口座からの通常の支払いについ
ては、甲の収納口座から、一旦乙の口座（管理組合支払専用
口座）を経由した後、エレクトロニックバンキング方式にて
支払うものとする。（収納口座から保管口座への修繕積立金
及び管理費等の残額の振り替えを含む。）

長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況などを
把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う
当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別途に
契約する。

乙は、甲が本マンションの維持又は修繕（大規模修繕を除く
修繕又は保守点検等。）を外注により乙以外の業者に行わせ
る場合の見積書の受付、発注補助、実施の確認を行う。

本マンション（専有部分を
除く。以下同じ。）の維持
又は修繕に関する企画又は
実施の調整

乙は、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化
等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時
期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合
には、甲の長期修繕計画の見直に関して、書面をもって甲に
助言する。

甲の会計に係る帳簿等
の管理 乙は、前号の帳簿等を、甲の通常総会終了後、遅滞なく、甲

に引き渡す。

乙は掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。な
お、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲
に提出する。

甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の
指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。

管理費等の収納及び費用の支払いに伴う金融機関への手数料
は甲の負担とする。

管理費等滞納者に対す
る督促

毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を甲に報告する。
甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期日か
ら起算して6ヶ月間、電話若しくは自宅訪問又は督促状郵送の
方法により、その支払の督促を行う。

二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を
支払わないときは、乙はその業務を終了する。

通帳等の保管等 収納口座及び保管口座に係る通帳、印鑑の保管者は次のとお
りとする。

別添管理費等保証委託契約約款第22条の記載のとおり

別添管理費等保証委託契約約款第15条の記載のとおり

記載のとおり
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2 基幹事務以外の事務管理業務
(1) 理事会支援業務

① 一

二

② 一
二
三
四

③

(2) 総会支援業務 一
二
三
四
五
六

(3) その他
①

② 一

二
三

③ 図書等の保管 一

二

三

④ 一 本契約にかかる収入印紙費用は甲、乙折半とする。
二

⑤

甲の各種検査等の報
告、届出

甲に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、特
殊建築物定期調査又は建築設備定期検査の報告等に係る補助
を行う。

乙は、解約等により本契約が終了した場合は、乙が保管する
組合員等の名簿を甲に引き渡す。

理事会の開催、運営支
援

甲の理事会の開催日程等の調整
甲の役員に対する理事会招集通知及び連絡

各種点検、検査等に基
づく助言等

なお、理事会資料等の作成配布に係る費用（郵送料、印刷代
等）は甲の負担とする。

甲の契約事務の処理 甲に代わって、甲が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マン
ション内の専用使用部分の契約、第三者との契約等に係る事務を
行う。

諸官庁からの各種通知を、甲及び甲の組合員に通知する。

甲の総会の開催日程等の調整
甲の次年度の事業計画案の素案の作成
総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付

乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管す
る。

組合員の出欠の集計等
甲の求めに応じた総会議事に係る助言
総会議事録案の作成
なお、総会資料等の作成配布に係る費用（郵送料、印刷代
等）は甲の負担とする。

管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲に報告すると
共に、改善等の必要がある事項については、書面をもって具体的
な方策を甲に助言する。

甲の指示の下に、甲の口座の変更に必要な事務を行う。

甲の求めに応じた理事会議事に係る助言、資料の作成
理事会議事録案の作成

組合員等の名簿の整備 甲の組合員等異動届に基づき、組合員及び賃借人等の氏名、
連絡先（緊急連絡先を含む。）を記載した名簿を整備する。

アフターサービスの取
次ぎ

アフターサービスの期間内における施主等へのアフターサービス
の取次ぎを行う。

乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、
甲の事務所で保管する。

乙は、解約等により本契約が終了した場合は、乙が保管する
前２号の図書等を甲に引き渡す。

本契約にかかる収入印
紙代 甲が支払うべき収入印紙費用を乙が立て替えた場合、甲は乙

が立て替えた費用を乙に支払うものとする。その際、乙は領
収書の発行を行わないものとする。
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１

清掃対象部分 清掃仕様

① 建物周囲
・ 建物周囲 ゴミ拾い （ 4 日 ／ 週 ）
・ 植込 散水・ゴミ拾い （ 4 日 ／ 週 ）

除草 （ 適 時 ）
・ 駐車場 ゴミ拾い （ 適 時 ）
・ 駐輪場 ゴミ拾い （ 適 時 ）
・ 側溝、排水口 ドレンゴミ除去 （ 適 時 ）
・ ゴミ置場 ゴミ仕分･整理 （ ゴミ収集日 ）

床洗い （ ゴミ収集日 ）

② 建物内部
・ アプローチ 床掃き （ 4 日 ／ 週 ）

床拭き （ 2 日 ／ 週 ）

排水口･ドレンゴミ除去 （ 適 時 ）
・ 風除室 床掃き （ 4 日 ／ 週 ）

床拭き （ 2 日 ／ 週 ）
・ エントランスホール 床掃き （ 4 日 ／ 週 ）

床拭き （ 2 日 ／ 週 ）

ゴミ箱 （ 適 時 ）

備品ちりはらい （ 適 時 ）

ドア拭き （ 適 時 ）

金属ノブ磨き拭き （ 適 時 ）

ガラス拭き （ 適 時 ）
・ エレベーターホール 床掃き （ 4 日 ／ 週 ）

床拭き （ 適 時 ）

ゴミ箱 （ 適 時 ）

ガラス拭き （ 適 時 ）
・ エレベーター籠 床掃き （ 4 日 ／ 週 ）

床拭き （ 適 時 ）

マットの洗浄 （ 適 時 ）

壁面金属部分磨き （ 適 時 ）

壁面ちりはらい （ 適 時 ）
・ 共用廊下 床掃き （ 4 日 ／ 週 ）

床拭き （ 適 時 ）

側溝掃き （ 適 時 ）

ドレンゴミ除去 （ 適 時 ）

手摺り･目隠し板ちりはらい （ 適 時 ）
・ 階段 床掃き （ 4 日 ／ 週 ）

側溝掃き （ 適 時 ）

ドレンゴミ除去 （ 適 時 ）

手摺りちりはらい （ 適 時 ）
・ 階段ドア ドア拭き （ 適 時 ）
・ 管理室 床掃き （ 適 時 ）

床拭き （ 適 時 ）

ゴミ箱 （ 適 時 ）

備品ちりはらい （ 適 時 ）

ドア・ガラス拭き （ 適 時 ）

金属部分磨き （ 適 時 ）

別表第２　清掃管理業務

日常清掃　【仕様内容：4日/週　3時間/日】
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２ 定期清掃

清掃対象部分 清掃仕様
・ 床面洗浄又は床面機械洗浄 （ 2 回 ／ 年 ）
・ 床面洗浄又は床面機械洗浄 （ 2 回 ／ 年 ）
・ 床面洗浄 （ 2 回 ／ 年 ）
・ 床面洗浄又は床面機械洗浄 （ 2 回 ／ 年 ）
・ 床面洗浄又は床面機械洗浄 （ 2 回 ／ 年 ）

業務実施の態様

①

②

③

　

　
④

⑤

エントランスホール

日常清掃及び定期清掃を実施する場合は、共用部分の電気・水道を無償で使用できるもの
とする。

清掃員の休日は、勤務日以外の曜日、祝日、年末年始休暇4日間、盆休み3日間及び乙が定
める有給休暇とする。但し、ゴミ収集日が休日の場合は、振替出勤とし、代休日に休むも
のとする。

日常清掃は、通常要すると認められる範囲及び時間において作業するものとする。

共用廊下及び階段等は、常時利用又は使用状態にあり、清掃作業終了後に直ちに汚損する
場所又は個所については、通常の作業工程を終了した段階で、日常清掃の作業が完了した
ものとする。

共用廊下及び階段等の常時利用又は使用状況にある場所又は箇所において定期清掃作業を
する場合は、組合員等に事故が生じないよう配慮する。

エレベーターホール

階段

共用廊下

管理室
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１ 建物点検、検査
(1) 本契約書第２条第五号に記載する管理対象部分の外観目視点検

・ 屋上
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

・

・

２ エレベーター設備
(1) 外観目視点検 6回/年
(2) 定期保守点検

昇降機検査基準（各点検業
者基準）に基づく定期点検

３ 給水設備
(1) ブースターポンプ点検 1回/年
(2) 簡易専用水道

・ 水道施設の外観目視点検
・
・

４ 排水設備
(1) 外観目視点検

・ 雨水桝、排水桝
・ 通気管、雨水樋、排水管

５ 消防用設備等

(1) 消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検
・ 消防用設備等の機器点検 1回/6ヶ月
・ 消防用設備等の総合点検 1回/年

(2) 外観目視点検
・ 消火設備
・ 警報設備
・ 避難設備
・ 消防用水
・ 消火活動上必要な施設

６ 機械式駐車場設備
(1) 外観目視点検 6回/年
７ 設備監視

・
・
・
・

※

※

※

（※専門業者による点検検査は別途契約）

巻上機、モーター、制御盤、調速機、受電盤、

4回/年
（POG点検） 昇降路、ピットの点検、清掃､給油、調整、

外観目視点検、作動点検、ストレーナー清掃

エレベーター籠、ホール信号装置、ドア装置、

点検作業に必要な消耗部品・消耗材料の提供

現地での異常発報並びに入居者からの緊急通報に対応するため、昼夜間の電話受付、緊急出動等に備える。

管理室の鍵を保管するボックスを共用部分に取り付ける。

エレベーターについては、この警報とは別に保守点検業者との契約で直接保守点検業者に接続しています。

直結増圧給水ポンプの故障 ・ その他の警報
消火ポンプの故障

通報受信項目
自動火災報知設備の発報 ・ 消火補給水槽の減水
共用電気設備の停電 ・ 消火水槽の減水

6回/年

外観目視点検
外観目視点検
外観目視点検
外観目視点検
外観目視点検

6回/年外観目視点検
外観目視点検

給水ポンプ 外観目視点検
散水栓・止水栓、量水器、 外観目視点検
給水管

6回/年

②
附
属
施
設

タイマー又は光電式点滅器 外観目視点検

③
電
気
設
備

動力制御盤・電灯分電盤
照明、コンセント、配線 外観目視点検

外観目視点検

避雷針

外観目視点検
花壇・庭木 外観目視点検
掲示板 外観目視点検

外観目視点検

6回/年

駐車場、歩道 外観目視点検
駐輪場 外観目視点検
ゴミ置場 外観目視点検
側溝

管理室、管理用トイレ 外観目視点検
テレビ共聴視用設備 外観目視点検
塀、フェンス 外観目視点検

廊下・階段 外観目視点検
内壁・外壁・柱・天井 外観目視点検

6回/年

別表第３　建物・設備管理業務

6回/年
①
建
物

外観目視点検
エントランス周り 外観目視点検
エントランス、エレベーター 外観目視点検
ホール(オートロック)
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アフターサービス期間

引渡し日から起算した次項記載期間とする。（引渡し日と工事完成日の間における日数が

１ヶ月を超える場合は工事完成日を起算とした保証期間とする。）

補修事項

1） 次項記載期間で、施工会社　廣瀬建設株式会社（以下「当社」という。）査定により認定され

ない共用設備・施設等は、次項の範囲の準用の上、管理組合もしくは事業主と当社との協議

により認定された事項とする。

2） 設備機器類等のアフターサービス期間については、各々のメーカー保証期間とする。

3） 消耗品に類するものは除く。

適用除外事項

次の各号のいずれか一つでも該当する場合は、有償とする。

1） 別表に定める項目で、所定の期間を超えたもの。

2） 引渡し時の竣工検査において、承認済みであったもの。（傷、破れ、汚れ等は引渡し日ま

での確認とします。）

3） 台風、強風雨、水害、地震等の異常気象または天災により生じたものと、前記による二次

災害により生じたもの。

4） 利用、使用上の不注意、磨滅等により生じたもの。

5） 経年変化により生じたもの。（例：ペイント、クロス、フローリングまたはカーペット等の日焼

け、はがれ、使用材質の自然特性による場合。）

6） 改造により生じたもの。

7） 不特定の第三者の行為により生じたもの。

8） 第三者に転売した場合における、当該第三者からの申し出によるもの。

9） その他、施工上の原因によらないもの。（例：冷暖房に起因する室内乾燥によるすき間、

そり、きしみ、カビの発生および引っ越し等による損傷等。）

アフターサービス実施要項

アフターサービスは、本物件引渡し後、漏水・漏電等緊急を要するもの以外は、原則として下

記定期サービス時に行います。（定期サービスの期日につきましては、多少前後する事があり

ます。）

第１回　　引渡し点検確認時

第２回　　完成引渡し日から１２ヶ月後

第３回　　完成引渡し日から２４ヶ月後

本アフターサービス基準は、工事種目及び箇所等について当建築物に該当する部分のみに有効

とします。

 アフターサービス基準

1.

2.

3.

4.
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部  位  ・  設  備 現   象   例
期間
（年）

備      考

コンクリート躯体の
亀裂・破損

10

構造耐力上影響のあるもの（鉄筋のさび汁を伴った
亀裂・破損およびこれに準じるものとし、毛細亀裂お
よびコンクリートの乾燥伸縮に伴うクラック等の軽微
な破損は除く)に限ります。

コンクリート躯体の
亀裂・破損

10

上記と同様とします。尚、はね出し式のバルコニー、
外廊下の床については、先端部の亀裂・破損や短
辺方向（主筋に平行方向）の亀裂は構造耐力上の
影響が少ないので原則として除きます。

雨漏り 10 屋内への雨水の浸入

    外壁 雨漏り 10 屋内への雨水の浸入

雨漏り 10 屋内への雨水の浸入

雨漏り 10 屋内への雨水の浸入

【建築Ⅱ】（建築Ⅰ以外の部分）

部  位  ・  設  備 現   象   例
期間
（年）

備      考

変 形 ・ 破 損 2

取 付 不 良 2

塗 装 の は が れ 2

変 形 ・ 破 損 2

取 付 不 良 2

塗 装 の は が れ 2

変 形 ・ 破 損 2 ガラスは引渡し時の確認のみとします

塗 装 の は が れ 2

変 形 ・ 破 損 2 アミは引渡し時の確認のみとします

取 付 不 良 2

変 形 2 例）そり等の機能を損なうものに限ります

破 損 2

変 形 2 例）そり・ふくれ等の機能を損なうものに限ります

破 損 2

音 鳴 り 2

変 形 ・ 破 損 2 例）そり、さがり等の機能を損なうものに限ります

取 付 不 良 2 例）床のきしみ等の機能を損なうものに限ります

変 形 2 例）そり、さがり等の機能を損なうものに限ります

破 損 2

例）きしみ、ねじれ、そり等の機能を損なうものに

限ります

変 形 2 襖紙・障子紙等は引渡時の確認のみとします

取 付 不 良 2 変形は機能を損なうものに限ります

2

     木製扉・ふすま・障子

     外周壁内壁

    システム床（二重床）

    外壁貫通部（換気・クーラー
    スリーブ等）

     手摺り・面格子

     樋・隔板（避難）

     窓・玄関扉

     二重天井

     敷居・鴨居
     内部扉枠

変 形

【建築Ⅰ】品確法該当部分（構造体力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分）

 
   基礎・柱・梁・耐力壁
    ・内部床 ・屋上・屋根

    屋上・屋根・
    ルーフバルコニー

    階段の床・はね出し式の
    バルコニー、廊下の床

    屋上・屋根・外壁の開口部に
    設ける建具

     網戸

     間仕切り壁
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【建築Ⅱ】（建築Ⅰ以外の部分）

部  位  ・  設  備 現 象 例
期間
（年）

備      考

浮 き ・ め く れ 2 微妙な「はがれ」は除きます

浮 き ・ 変 形 ・ め く れ 2

破 損 ・ 浮 き ・ め く れ 2

塗装 め く れ ・ 割 れ 2

め く れ ・ 変 形 2

浮 き ・ め く れ 2 微妙な「はがれ」は除きます

浮 き ・ め く れ ・ 割 れ 2 フローリングのキズは引渡し時の確認のみです

畳 変 形 2 畳表は引渡し時の確認のみです

浮 き ・ め く れ 2 微妙な「はがれ」は除きます

浮 き ・ 変 形 ・ め く れ 2

浮 き ・ め く れ 2

め く れ ・ 割 れ 2

変 形 2 機能を損なうものに限ります

破 損 2

取 付 不 良 2

変 形 2 機能を損なうものに限ります

破 損 2

取 付 不 良 2

【設備】

部  位  ・  設  備 現 象 例
期間
（年）

備      考

破 損 (1) メーカー保証期間による

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

破 損 2

結 線 不 良 2

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による（管球・電球は除く）

取 付 不 調 2

インターホンブザー 作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

非常警報機 取 付 不 調 2

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

給水管 水 漏 れ 2

排水管 水 漏 れ 2 異物のつまりによるものは除きます

トラップ 排 水 不 良 2 異物のつまりによるものは除きます

通気管 通 気 不 良 2

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 良 2

天
井
仕
上
部

     造付家具
     （押入を含む）

     建具金物・カーテンレール

電
 

気
 

設
 

備

給
排
水
設
備

給水栓

その他機器

フローリング

クロス張

合板張

吹付天井

塗装

分電盤

配線

スイッチ・コンセント

照明器具

塩ビ系シート

壁
仕
上
部

床
仕
上
部

クロス張

合板張

タイル張

カーペット

70



【設備】

部  位  ・  設  備 現 象 例
期間
（年）

備      考

変 形 2

破 損 2

破 損 (1) メーカー保証期間による

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

破 損 2

破 損 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

破 損 (1) メーカー保証期間による

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

水 漏 れ 2

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

水 漏 れ 2

排 水 不 良 2 異物の詰まりによるものは除きます

破 損 (1) メーカー保証期間による

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

水 漏 れ 2

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

破 損 2

排 水 不 良 2 異物の詰まりによるものは除きます

作 動 不 良 2

取 付 不 調 2

水 漏 れ (5) メーカー保証期間による

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

作 動 不 良 (1) メーカー保証期間による

取 付 不 調 2

枯 損 2 管理不十分によるものを除きます

※ 記載項目にないものは基本的には2年間のアフターサービス期間とします。

（　）と記載している保証期間については、メーカー提出の保証書による保証期間としますので

各工事物件により保証年数の違いがあります。

2.

     空調設備

     ユニットバス

     植栽

1.

     宅配ロッカー

     自動ドア

     昇降設備

     厨房設備

     衛生設備
     （便器・洗面器・洗濯パン）

換
気
設
備

給排気ダクト

換気扇・換気口・
レンジフード

ガス栓

バランス釜
給湯器

ガス配管

ガ
ス
設
備
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アドバンス大阪城アンジュ 

                                                                                              

管 理 規 約 集 

 

 

管 理 に 係 る 承 認 書 

管 理 規 約 

一 般 使 用 細 則 

駐 車 場 使 用 細 則 

駐 輪 場 使 用 細 則 

開口部改良工事実施細則 

宅配ボックス使用細則 

防 犯 カ メ ラ 運 用 細 則 

 

（ 附 属 資 料 ） 

管理委託契約書（案） 

アフターサービス基準 

 

 

   号室  

 

         殿 

 

 

※ 本規約は物件転売時には新所有者への継承を要し、又将来的にも 

重要な規約ですので大切に保管して下さい。 

 

 

売主  株式会社 日成アドバンス 

                                                                                                                                                                                                        



「アドバンス大阪城アンジュ」管理に係る承認書（提出用） 

 

今般、大阪市中央区材木町１番１９（住居表示）における「アドバンス大阪城アンジュ」の売買契約締

結にあたり下記の事項を承認致します。 

 

記 

 

１． 「アドバンス大阪城アンジュ」（以下「本マンション」という。）管理規約及び使用細則等（以下「管

理規約」という。）を原案通り承認し、これを遵守履行することを確約します。 

２． 管理規約に定める管理組合を結成することに同意し、その結成と同時に組合員としてこれに加入し、

運営及び業務遂行に協力します。 

３． 本マンション管理委託契約書の内容を承認し、グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバ

ンス・マネジメント（以下「管理会社」という。）に管理を委託するとともに、管理組合の最初の役

員が選出されるまでの間は、管理会社が「建物の区分所有等に関する法律」及び管理規約に定める

管理者となることに同意し、管理者の業務を執行することを承認します。尚、本書への記名押印を

もって管理委託契約の締結とします。 

４． 管理組合の初代役員に限り本マンション区分所有者の中から管理会社が推薦選任することに同意し、

且つ選任された役員を承認します。 

５． タイプ別管理費等及び使用料一覧表に記載する「管理費・修繕積立金・使用料等」の記載金額を原

案通り承認します。又、売主が指定する専有部分の引渡日より管理費・修繕積立金等を負担します。 

６． 本マンションの引渡し日以降、尚、引渡し未了（未販売含む）住戸がある場合は、暫定的な管理を

行うことを承認します。 

７． 管理費の不足について、売主は本マンションの所定の引渡し日以降においても、なお未引渡し住戸

（未販売を含む。）がある場合は、引渡しから１年間は管理費の実質不足金のみ補填するものとしま

す。又、１年間経過後、なお未引渡し住戸がある場合は、未引渡し住戸に相当する管理費及び修繕

積立金の全額を負担します。但し、各使用料及び修繕積立一時基金等の負担はしないことを承認し

ます。 

８． 管理業務開始に伴う諸準備として、管理組合理事長印の作成、管理組合口座の開設、管理規約第  

２５条に定める損害保険の付保、駐輪場使用許可証（ステッカー）の作成、その他必要備品の購入

等について、管理会社が管理組合の代行をすることを承認します。 

９． 区分所有権を譲渡等により移転する場合には、新たに区分所有者となった者に管理規約の定めを承

認させ、管理規約における区分所有者及び管理組合の組合員としての全ての権利義務を承継させる

ことを確約します。又、専有部分を貸与等により第三者に占有させる場合には、当該占有者に管理

規約に定める使用上の制約を遵守、履行させることを確約します。 

１０． 管理規約附則第９条の各号を異議なく承認し、契約等を承継します。 

１１． 本マンション共用部分に関して、管理組合で火災保険、その他の損害保険に加入しますが、その損

害保険において円滑な管理運営を行う為、個人賠償保険に管理組合一括で契約を締結することを承

認します。 

１２． 管理会社は、管理者として収納代行会社に委託される管理費等の収納業務についての原始契約を代

理締結しますが、収納代行会社の倒産等、管理会社の責めに帰することができない理由により管理

組合が損害を受けたときは、管理会社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。 

１３． 買主（引渡し後に於いては「区分所有者」という。）及び占有者の個人情報（氏名・住所・電話番号・

連絡先等特定の個人を認識できるもの。）について、管理に必要な範囲で、売主又は販売代理会社が

保有する個人情報を管理会社に対し提供することを承認します。 

以 上 

 

株 式 会 社 日 成 ア ド バ ン ス 御 中  平成  年  月  日 

グローバルコミュニティ株式会社 御 中   

株式会社アドバンス・マネジメント 御 中   
 

住 戸 番 号       氏         名 印 

 

号室 
 

 

 

 

○印  



「アドバンス大阪城アンジュ」管理に係る承認書（お客様控） 

 

今般、大阪市中央区材木町１番１９（住居表示）における「アドバンス大阪城アンジュ」の売買契約締

結にあたり下記の事項を承認致します。 

 

記 

 

１． 「アドバンス大阪城アンジュ」（以下「本マンション」という。）管理規約及び使用細則等（以下「管

理規約」という。）を原案通り承認し、これを遵守履行することを確約します。 

２． 管理規約に定める管理組合を結成することに同意し、その結成と同時に組合員としてこれに加入し、

運営及び業務遂行に協力します。 

３． 本マンション管理委託契約書の内容を承認し、グローバルコミュニティ株式会社、株式会社アドバ

ンス・マネジメント（以下「管理会社」という。）に管理を委託するとともに、管理組合の最初の役

員が選出されるまでの間は、管理会社が「建物の区分所有等に関する法律」及び管理規約に定める

管理者となることに同意し、管理者の業務を執行することを承認します。尚、本書への記名押印を

もって管理委託契約の締結とします。 

４． 管理組合の初代役員に限り本マンション区分所有者の中から管理会社が推薦選任することに同意し、

且つ選任された役員を承認します。 

５． タイプ別管理費等及び使用料一覧表に記載する「管理費・修繕積立金・使用料等」の記載金額を原

案通り承認します。又、売主が指定する専有部分の引渡日より管理費・修繕積立金等を負担します。 

６． 本マンションの引渡し日以降、尚、引渡し未了（未販売含む）住戸がある場合は、暫定的な管理を

行うことを承認します。 

７． 管理費の不足について、売主は本マンションの所定の引渡し日以降においても、なお未引渡し住戸

（未販売を含む。）がある場合は、引渡しから１年間は管理費の実質不足金のみ補填するものとしま

す。又、１年間経過後、なお未引渡し住戸がある場合は、未引渡し住戸に相当する管理費及び修繕

積立金の全額を負担します。但し、各使用料及び修繕積立一時基金等の負担はしないことを承認し

ます。 

８． 管理業務開始に伴う諸準備として、管理組合理事長印の作成、管理組合口座の開設、管理規約第  

２５条に定める損害保険の付保、駐輪場使用許可証（ステッカー）の作成、その他必要備品の購入

等について、管理会社が管理組合の代行をすることを承認します。 

９． 区分所有権を譲渡等により移転する場合には、新たに区分所有者となった者に管理規約の定めを承

認させ、管理規約における区分所有者及び管理組合の組合員としての全ての権利義務を承継させる

ことを確約します。又、専有部分を貸与等により第三者に占有させる場合には、当該占有者に管理

規約に定める使用上の制約を遵守、履行させることを確約します。 

１０． 管理規約附則第９条の各号を異議なく承認し、契約等を承継します。 

１１． 本マンション共用部分に関して、管理組合で火災保険、その他の損害保険に加入しますが、その損

害保険において円滑な管理運営を行う為、個人賠償保険に管理組合一括で契約を締結することを承

認します。 

１２． 管理会社は、管理者として収納代行会社に委託される管理費等の収納業務についての原始契約を代

理締結しますが、収納代行会社の倒産等、管理会社の責めに帰することができない理由により管理

組合が損害を受けたときは、管理会社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。 

１３． 買主（引渡し後に於いては「区分所有者」という。）及び占有者の個人情報（氏名・住所・電話番号・

連絡先等特定の個人を認識できるもの。）について、管理に必要な範囲で、売主又は販売代理会社が

保有する個人情報を管理会社に対し提供することを承認します。 

以 上 

 

株 式 会 社 日 成 ア ド バ ン ス 御 中  平成  年  月  日 

グローバルコミュニティ株式会社 御 中   

株式会社アドバンス・マネジメント 御 中   
 

住 戸 番 号       氏         名 印 

 

号室 
  

 


